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（１） 計画策定の趣旨 

本市は、平成16（2004）年９月１日に旧竜王町、旧敷島町及び旧双葉町の３町が合併して

誕生しました。第１次甲斐市総合計画では、「緑と活力あふれる生活快適都市」という将来像を

描き、旧３町の一体化に努めるとともに、それぞれの地域の歴史・文化・伝統を尊重し、特長

を生かしながらバランスのとれたまちづくりを進めてきました。第２次計画では、将来像を継

承しながら、さらに交流と協働の推進を軸として、その実現を目指してきました。  

このような中、グローバル化のさらなる進展など新たな時代を迎える一方で、国内外での大

規模地震や度重なる大雨などの自然災害、新型コロナウイルス感染症の拡大など、これまで私

たちが経験したことがない災禍にも見舞われ、私たちの生活や暮らしだけでなく、企業活動や

社会経済全体に大きな変化が生じています。 

また、国では、平成26（2014）年に施行された「まち・ひと・しごと創生法」に基づく「第

２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を抜本的に改訂し、デジタルの実装を通じて「全国ど

こでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を

令和５（2023）年に新たに策定しています。 

今回、第２次甲斐市総合計画が令和６（2024）年度をもって終了することに伴い、現在の

時代背景など、住民の暮らしや地域の社会経済情勢に与える影響を的確に捉えつつ、住民の多

様なニーズに対応するため、令和７（2025）年度からの将来におけるまちづくりの新たな指

針として、第３次甲斐市総合計画を策定します。 

なお、策定にあたっては、市民や事業者の多くの声を反映するよう努め、協働による計画づ

くりを目指しました。この総合計画は、本市らしい魅力を高めながら、住み良い地域づくりを

進めていくための道しるべとなるものです。 

 

（２） 計画の位置付け 

本市では、平成25（2013）年10月１日に施行した「甲斐市まちづくり基本条例」において、

市の長期的展望を見据えた市政推進の取り組みを示した最上位の計画となる「まちづくりの方

針となる基本構想」を議会の議決を経て策定し、計画的かつ効率的な市政運営を行うことを定

めています。 

この計画は、「基本構想」及び「基本計画」により構成されており、それぞれの内容及び期間

は次のとおりです。  

第１章 総合計画の概要 
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【基本構想】 

本市の特性と課題、社会の潮流を踏まえ、目指すべき将来像を設定し、これを実現するため

の基本目標と目標人口を示すものです。 

 

【基本計画】 

基本構想に掲げた将来像を実現するために、今後計画的に進めていくべき政策分野ごとの現

状と課題、目指すべき姿等を明らかにするとともに、施策を通じて達成すべき目標指標等をま

とめています。 

なお、基本計画には人口減少への対応と地方創生を目的とする「まち・ひと・しごと創生法」

における主要課題（人口減少対策等）に重点的、集中的に取り組む「甲斐市デジタル田園都市

構想総合戦略」を「重点戦略」として包含するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ７ 
（2025） 

Ｒ８ 
（2026） 

Ｒ９ 
（2027） 

Ｒ10 
（2028） 

Ｒ11 
（2029） 

Ｒ12 
（2030） 

Ｒ13 
（2031） 

Ｒ14 
（2032） 

Ｒ15 
（2033） 

Ｒ16 
（2034） 

基本構想（令和７年度～令和16年度） 

前期基本計画（令和７年度～令和11年度） 後期基本計画（令和12年度～令和16年度） 

甲斐市デジタル田園都市構想総合戦略 

（令和７年度～令和11年度） 
第２期甲斐市デジタル田園都市構想 

総合戦略（令和12年度～令和16年度） 

 

基本構想 

将来像 

総合計画の将来像は、 

総合戦略の“地域ビジョン” 

としても機能 

目標人口 
（＝人口ビジョン） 

将来人口達成のための 

「重点戦略」として 

総合戦略を設定 
基本計画 

重点戦略 

（＝甲斐市デジタル田園都市 

構想総合戦略） 

※人口減少対策関連施策 

 

政策の柱 

※「分野別のビジョン」を明確化 

＜第３次甲斐市総合計画の構成イメージ＞ 

個 別 計 画 

基本計画に示す「分野別のビジョン」の実現に向けて、法令等に基づ

き、まちづくりの様々な分野ごとに具体的な施策や事業を定めた個別

計画を策定・推進 

効 果 的 な 行 財 政 運 営 
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■人口減少と少子高齢化の進展 

我が国の総人口は、平成20（2008）年をピークに減少をはじめ、令和５（2023）年４月に

国立社会保障・人口問題研究所（社人研）が公表した推計によれば、令和２（2020）年に１億

2,615万人だった総人口はその後も減り続け、令和38（2056）年には１億人を下回ることが

予測されています。 

人口減少の背景となる出生数の減少について、令和５（2023）年の合計特殊出生率は過去

最低の1.20、出生数は統計開始後初めて75万人を割る結果となった一方で、平均寿命は国際

的にも高い水準を維持し、今後も少子高齢化の傾向が続くものとされています。総人口に占め

る年少人口及び生産年齢人口の割合の減少は、労働力や地域活動に取り組む担い手の不足、税

収の減少など、従来の社会保障制度の維持や経済状況に大きな影響を与えることが危惧されて

います。 

 

■持続可能な社会の実現に向けた取り組みの拡大 

国連では、平成27(2015)年９月に開催されたサミットの中で、令和12 (2030)年までの長

期的な開発の指針として、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、その中で

「持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)」が掲げられました。我が国においても、国、地方公共団体、

事業者、国民などが協力し、目標達成に向けた取り組みが進んでいます。 

 

■地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進 

少子高齢化の進行の中で人口減少が進む我が国では、子育てと親の介護ケアが同時に必要と

なるダブルケアの問題、学校に通いながら親の介護をするヤングケアラー問題等、福祉に関す

るニーズも複雑・多様化しています。このような状況を踏まえ、制度・分野の枠や 「支える側」

「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生

きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会＝「地域共生社

会」の実現が求められています。 

 

■安心・安全に対する意識の高まり 

平成23(2011)年に発生した東日本大震災を契機として、国民の安心・安全に対する意識は

高まりをみせています。近年では、令和６（2024）年１月に能登半島地震が発生する等、災

害の頻発化・激甚化を受け、「災害に強いまちづくり」は多くの自治体に共通した重要な課題と

いえます。災害による被害を最小限に抑え迅速に回復できるよう、平時からの防災・減災対策

の強化が求められています。 

また、令和元（2019）年に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大は、暮らしや生活に

大きな影響を与えたことから、今後は感染症などに対するリスクマネジメントの視点も不可欠

な状況です。 

 

  

第２章 踏まえるべき社会の潮流 
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■ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進 

ＩＣＴ(情報通信技術)の発展やＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)の進展は人々の生

活、経済活動、サービス、社会の仕組み等に大きな影響を与え、特に、新型コロナウイルス感

染症の拡大を期に、デジタル化の進展が急速に進んだことで、ライフスタイルや働き方などの

あり方が変化しています。今後、政府が提唱する「Society5.0」への移行に向けて、自然科学

のみならず、人文・社会科学も含めた「総合知」を活用できる仕組みの構築が求められていま

す。 

 

■カーボンニュートラルに向けた取り組みの推進 

世界的な重要課題として気候変動・地球温暖化への対応が高まる中、平成27（2015）年の

ＣＯＰ21において、全ての国で温室効果ガス排出量削減を目指す枠組みであるパリ協定が採

択されました。我が国においても、令和２（2020）年10月、政府は2050年までに温室効果ガ

スの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。将来

の世代も安心して暮らせる、持続可能な社会の実現に向けて、カーボンニュートラル及び脱炭

素社会の実現に向けて、取り組む必要があります。 

 

■リニア中央新幹線の開業 

リニア中央新幹線とは、東京都を起点に、甲府市付近、名古屋市付近、奈良市付近を主な経

過地として、終点大阪市までの約440㎞を超電導リニアモーターカーにより約１時間で結ぶ新

たな新幹線のことです。リニアの開業により、山梨県は東京圏・中京圏とのアクセスが飛躍的

に向上し、大幅な時間短縮が見込まれます。山梨県では、このリニアがもたらすインパクトを

最大限に取り込み、発展につなげるための各施策の推進に取り組んでいます。 

 

■持続可能な行財政運営の推進 

地方における財政状況は、社会保障関係費の自然増や人件費の増加等により厳しい状況が続

いています。限られた予算の中で多様化・高度化する住民ニーズに対応するためには、健全か

つ効果的で持続可能な行財政運営に努める必要があります。また、将来的な人口予測を踏まえ

た公共施設の適正な供給量・配置を実現することも重要です。 

さらに、人口減少社会において、将来にわたり活気あるまちづくりを推進するためには、住

民等と行政の協働による取り組みが不可欠となっており、まちづくりの担い手となる地域コミ

ュニティ機能の強化が重要となっています。 
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（１）甲斐市の特性 

本市は、北部の豊かな森林資源や自然景観を有する中山間地域と、南部の住宅地と農地が混

在する平坦な市街化地域という、異なった２つの顔を持っています。北部地域は令和２（2020）

年に日本遺産に認定された御嶽昇仙峡などの景勝地を有し、自然条件を利用した果樹栽培やワ

イン醸造なども行われており、一部は秩父多摩甲斐国立公園に指定されています。 一方、南部

地域は、歴史的に度重なる釜無川の氾濫とそれを鎮める信玄堤に象徴される人間の知恵と努力

が肥沃な土壌を生み、今でも、豊かな農作物を育んでいます。 また、地理的、交通環境、良好

な景観などの有利性から住宅地としても発展をしてきました。 富士山や八ヶ岳、南アルプス

の山々が優美な姿をみせる眺望は本市を代表する景観となっています。東京から約100㎞とい

う位置や中央自動車道と中部横断自動車道が接続する交通環境は、東京圏・東海圏との移動時

間の短縮や他の圏域とを結ぶ役割を担っています。人口は、これまで増加してきましたが、少

子高齢化の進行に伴い、長期的にみると減少に向かうものと推計されています。人口構成は、

県内でも若く、高齢化率は国・山梨県より低い水準で推移しています。近年、転入者が転出者

を上回る社会増の状態が続いており、特に20～30代の若い世代の転入者が多い傾向がみられ

ます。 

 

（２）甲斐の由来 

平成16（2004）年の合併前、皆様から公募し決定した市の名前「甲斐」は、古くから山梨

の名称として使われ、私たちの中に、郷土意識の原点として強く染み付いている文字でありま

す。この「甲斐」の由来については、諸説ありますが、国立歴史民俗博物館元館長の平川南氏

が次のような説を唱えています。 

 

古くこの地は、太平洋沿いの東海道と信濃を経由する東山道をつなぐ交わりの役割を課せら

れていた。この地は山に閉ざされた山国ではなく、山国ゆえに外に向けていくつもの道が開か

れ、外との「交（まじわ）ひ」をひとつの原動力にしてきた国だったと考えられる。そして、

この「交（か）い」が、名称の由来としてふさわしいのではないか。大宝４年（704年）、中央

政府が国内60数か国に同じ形の「国印」を一斉につくる時、この「交（か）い」の音に当てら

れたのが「甲斐」の文字である。「甲」は十干十二支（じっかんじゅうにし）という干支の最初

の文字であり、物事の一番という意味。また、「斐」という文字は、織物からきている文字で、

美しく盛んな様をさしており、この縁起がよく美しく良き文字が選ばれたのではないか。 

 

第３章 甲斐市の特性と課題 
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この「人が行きかう・美しく盛んで一番」という「甲斐」の地名の由来は、1300年の時を超

えて誕生した私たち「甲斐市」の目指すまちづくりの考えと一致しているものと考えます。 

 

 

 

（３）甲斐市における主な課題  

■人口減少・少子高齢化への対応 

全国的な人口減少・少子高齢化が進む中、本市の人口は近年増加傾向で推移しており、令和

２（2020）年の国勢調査結果では75,313人となっています。一方、人口構造の変化でみると、

本市においても少子高齢化が確実に進行していることから、長期的には人口減少に転じること

が予測されています。今後は、誰もが活躍できる仕組みづくり等により、将来にわたりまちの

活気を維持する取り組みが重要です。 

 

■子育て支援対策 

本市では、甲斐市版ネウボラ推進プロジェクトの展開や、地域社会における子ども・子育て

の充実などにより、総合的な子育て支援対策を推進しています。少子化対策や子育て世代の転

出抑制に向けて、引き続き、結婚・妊娠・出産・子育てについて各段階に応じた切れ目のない

支援を推進するとともに、子育てに関する相談体制の充実や男性の育児休業取得の支援等、子

育て家庭に向けた支援を充実することで、誰もが安心して出産・子育てできる環境を整備する

ことが重要です。 

  



8 

■教育の充実 

本市では、「甲斐市で育ち、甲斐市を育てる人づくり」を基本理念とする創甲斐教育推進大綱

により、各種教育施策に取り組んでいます。市民アンケートの結果では、第２次計画における

政策の中で「学校教育」に関する満足度が第２位となり、取り組みの成果がうかがえる一方で、

コロナ禍以降の全国的な傾向と同じく、市内においても不登校児童・生徒が増加しているなど

新たな課題も生まれています。 

今後は、本市の未来を担う子どもたちが、将来、地域の頼もしい担い手となって活躍できる

よう、それぞれの個性に応じ多様性を認め合う、きめ細やかな教育を受けられる環境を整備す

るとともに、生涯学習やスポーツ等の充実により、誰もがいつでもどこでも学べる環境づくり

を推進します。また、質の高い学びを実現するためには、学習教材の充実や社会変化に対応し

たデジタル基盤を強化することが重要です。 

 

■健康寿命の延伸と生きがいづくり 

本市では、高齢化の進行にあわせて、ひとり暮らしや認知症をはじめとする支援・介護を必

要とする高齢者が、今後さらに増加することが予測されます。高齢になっても生きがいを持ち、

住み慣れた地域で活力ある生活を送ることができるよう、高齢者の生きがいづくりや介護予

防・フレイル対策を推進し、健康寿命の延伸に努める必要があります。 

また、人生100年時代の本格的な到来に向けて、生涯を通じて健康的な生活を送るためには、

幼少期からの健康的な生活習慣の習得のほか、疾病等の早期発見・早期治療に努めることが重

要です。 

 

■防災・減災対策 

近年毎年のように発生する地震や大雨・台風等は、全国各地に甚大な被害をもたらしており、

『災害に強いまちづくり』は多くの自治体に共通した重要な課題となっています。本市では、

令和４（2022）年に甲斐市国土強靱化地域計画を策定していますが、予測できない災害に備

え、平時から総合的な対策を強化していく必要があります。なお、災害対応力の強化に向けて

は、男女共同参画の視点を反映した防災の推進も重要です。 

 

■デジタル化への対応 

本市では第２次計画の将来像の実現をＩＣＴの側面から支援し、デジタル化の推進を図るビ

ジョンとして、令和３（2021）年に甲斐市スマート化推進方針を策定し、各種取り組みを推

進しています。コロナ禍を経て、デジタル技術の活用は近年様々な分野に急速に広がりをみせ

ており、今後さらなる取り組みの推進が必要とされています。 

 

■脱炭素社会の実現 

近年国内外で発生している様々な気象災害は、地球温暖化が一因とされており、気候変動の

要因となる温室効果ガスの削減に向けて、あらゆる主体が取り組みを推進する必要があります。

本市は令和５（2023）年４月に県内で初めて「脱炭素先行地域」に選定され、脱炭素と自然

や観光等の地域特性を生かし、ひとと資源の循環による地域発展を目指しています。今後も民

間事業者や住民との協力により、計画の円滑な進捗が図れるよう努めることが重要です 
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■持続可能な都市環境の整備 

将来にわたり、まちの活気を維持するためには、引き続き、若い世代の人口増加に努める必

要があります。若い世代の移住・定住を促進するには、特に働く場の確保が重要となりますが、

市内では平成26（2014）年に閉鎖された大手半導体メーカーの工場が令和６（2024）年に

再稼働したことにより、新たな雇用が創出されています。今後は、さらなる企業誘致に向けた

企業用地の確保や既存産業の支援に努めるとともに、女性も働きやすい職場づくりの支援等を

推進する必要があります。 

一方で、市民アンケートの結果をみると、10～15年先の将来で不安に感じることについて、

40代以降で「バス等の公共交通の縮小・廃止」が最も多く、年代が上がるにつれて高くなる傾

向がみられます。高齢になっても安心して住み慣れた地域で生活するためには、引き続き、地

域交通の課題解決に向けた取り組みの推進が必要です。 
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第２編 基本構想 
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本市では、第１次甲斐市総合計画より、市の将来像を「緑と活力あふれる生活快適都市」と

定め、合併以来旧３町の融合・一体化を進めながら各種施策を展開してきました。 

第２次甲斐市総合計画では、将来像を継承しながら、基本目標として「１ まちづくりは人

づくり 生涯にわたる学びのまち（教育・文化）」、「２ 健やかで心ふれあう安心に暮らせるま

ち（福祉・健康）」、「３ 美しい景観と快適で安全な都市機能を築くまち（都市・建設・交通・

防災）」、「４ 自然と生活が調和した環境を築くまち（環境）」、「５ 交流と協働による未来を

拓く活力のあふれるまち（産業・行政）」の５つを掲げ、将来像の実現に向けた取り組みを推進

してきました。 

市民アンケートでは、「（将来像が）概ね実現していると思う」「将来像の方向に進んでいると

感じる」の合計が過半数となり、取り組みに対する一定の評価を得ている様子がうかがえる一

方で、令和元（2019）年末よりはじまった新型コロナウイルス感染症の影響により、一部事

業が未実施となったり、停滞したことで、第２次計画で掲げた数値目標の多くが未達成となっ

ています。 

このような状況を受け、第３次甲斐市総合計画においても、第２次計画の将来像、基本目標

を引き継ぎ、『緑と活力あふれる生活快適都市』の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１章 将来像 

緑と活力あふれる生活快適都市 
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（１）甲斐市の人口の推移 

平成16（2004）年の９月１日に旧竜王町・旧敷島町・旧双葉町の３町が合併し、人口約

73,000人の甲斐市が誕生しました。 

合併以降の主要事業の展開として、竜王駅周辺及び塩崎駅周辺事業への取り組み、中央自動

車道双葉サービスエリアへのスマートインターチェンジの開通や双葉地区拠点工業団地の拡

張などの基盤整備、また、県内ではトップクラスの大規模商業施設の立地などを推進したこと

で、県内では人口減少が進む中、本市は予測した人口を上回るペースでの人口増が続いており、

その傾向は、特に双葉地区において顕著にみられました。平成28（2016）年度以降の第２次

計画期間中においても、農地の転用による宅地化が進んだことや、甲斐市版ネウボラの推進等

子育て支援策の充実に向けた取り組みの成果として20～30代の子育て世帯の転入が増加した

ことによる社会増の状態が続いた結果、人口は増加傾向で推移し、令和２（2020）年の国勢

調査による人口は75,322人となっています。 

しかしながら、本市においても人口構造の視点からみると、少子高齢化が着実に進行してお

り、その影響から近い将来には人口減少に転換することが予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 人口推計と目標人口 

75,322

60,000

62,000

64,000

66,000

68,000

70,000

72,000

74,000

76,000

78,000

平成12年

（2000年）

平成17年

（2005年）

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

令和２年

（2020年）

令和７年

（2025年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

令和27年

（2045年）

令和32年

（2050年）

（人） 国勢調査による甲斐市の総人口の推移と将来推計

平成 16 年（2004 年） 

甲斐市誕生 

推計値（令和５（2023）年社人研推計） 

資料：実績（国勢調査）、推計値（国立社会保障・人口問題研究所（社人研）） 
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（２）目標人口の設定 

第３次甲斐市総合計画の目標人口の設定にあたっては、直近の国立社会保障・人口問題研究

所（社人研）の推計、国勢調査結果や住民基本台帳等に基づき、「甲斐市まち・ひと・しごと創

生人口ビジョン」（以下、人口ビジョン）の見直しを行いました。新たに複数のシミュレーショ

ンを行った結果、以下の人口推計結果を目標人口として設定します（住民基本台帳をベースと

する）。 

第２次計画では、「平成27（2015）年甲斐市人口ビジョン」をもとに、令和７（2025）年

に74,000人台を維持することを目標人口に設定していましたが、直近の人口推移を踏まえる

と、令和７（2025）年の人口は76,000人台を維持できる予測となります。 

このような状況から、新たな推計では、第３次甲斐市総合計画の中間年度である令和11

（2029）年度の目標人口は76,014人、計画終期の令和16（2034）年度の目標人口は75,163

人とし、全国的な人口減少が進む中で、75,000人台の人口を維持することを目標とします。 

さらに、中長期的な目標人口として、令和42（2060）年に約68,000人強の人口を維持する

ことを目標とします。これは、合計特殊出生率の増加や転入促進等、人口減少の抑制に向けた

様々な取り組みの効果により、「平成27（2015）年甲斐市人口ビジョン」から約4,800人、「令

和５（2023）年社人研推計準拠（住民基本台帳ベース）」から約6,000人の増加を見込むもの

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74,333 74,710 74,874 

62,545 

63,714 

75,998 76,367 75,926 
74,972 

73,982 
72,729 

71,413 

70,059 

68,505 

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

平成17年

（2005年）

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

令和２年

（2020年）

令和７年

（2025年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

令和27年

（2045年）

令和32年

（2050年）

令和37年

（2055年）

令和42年

（2060年）

（人） 甲斐市 目標人口シミュレーション

住民基本台帳人口

令和５（2023）年社人研推計準拠（住民基本台帳ベース）

平成27（2015）年甲斐市人口ビジョン

甲斐市目標人口（住民基本台帳ベース）

【令和 11（2029）年】 
甲斐市目標人口 76,014 人 

【令和 16（2034）年】 
甲斐市目標人口 75,163 人 

令和２年
（2020年）

令和７年
（2025年）

令和11年
（2029年）

令和12年
（2030年）

令和16年
（2034年）

令和17年
（2035年）

令和22年
（2040年）

令和32年
（2050年）

令和42年
（2060年）

2023年社人研推計準拠（住民基本台帳ベース） 75,998 76,066 75,247 75,042 73,863 73,568 71,737 67,627 62,545

2015年甲斐市人口ビジョン 74,742 74,040 ― 73,226 ― 71,905 70,645 67,472 63,714

甲斐市目標人口（住民基本台帳ベース） 75,998 76,367 76,014 75,926 75,163 74,972 73,982 71,413 68,505
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基本目標１ まちづくりは人づくり 生涯にわたる学びのまち（教育・文化） 

本市の目指す「緑と活力あふれる生活快適都市」を実現するためには、次世代を担う子ども

たちや若い力の育成が大変重要です。従来取り組みを進めてきた「甲斐市で育ち、甲斐市を育

てる人づくり」を基本理念とした「創甲斐教育」については、本市の誇るべき魅力を継承し、

地域の人々、生活、歴史、文化、伝統に親しみ、それを大切にすることを通して本市をふるさ

ととして愛することのできる“心豊かな人づくり”を目指します。また、教育の分野において

もデジタル技術を積極的に取り入れ、学習の効率化や作業負担の軽減を図ることで、教育ＤＸ

を推進します。 

さらに、誰もが生涯にわたり生きがいのある豊かな生活を送ることができるよう、生涯学習

やスポーツ、文化・芸術活動等の充実を図り、学びのまちの創造を目指します。 

 

基本目標２ 健やかで心ふれあう安心に暮らせるまち（福祉・健康） 

近年の福祉に関する支援ニーズは、家族や地域社会の変化に伴い複雑・多様化し、これまで

福祉政策として整備してきた対象者ごとの支援体制では、対応が難しいケースが増加していま

す。社会構造や人々の生活が変化する中で、人々が支え合い、孤立せず、自分らしい生活を送

ることができるよう、既存の福祉分野にとらわれない包括的な支援体制の整備を目的とした重

層的支援体制の整備を推進し、地域共生社会の実現を目指します。 

また、子ども、高齢者、障がい者、生活困窮者といった従来推進してきた分野ごとの取り組

みについては、社会環境の変化や住民ニーズに応じ、甲斐市版ネウボラの推進をはじめとする

子育て支援策や、高齢者福祉等のさらなる充実を図ることで、誰もが生涯にわたり安心して暮

らせる環境づくりを目指します。さらに、本市における高齢化のさらなる進行を見据え、生活

習慣の改善や疾病の予防・重症化予防を通し、住民が健やかな生活を送るための支援を推進し

ます。 

 

基本目標３ 美しい景観と快適で安全な都市機能を築くまち（都市・建設・交通・防災） 

本市及びその周辺地域では、今後さらに、「新山梨環状道路（北部区間）」やリニア中央新幹

線などの整備構想があります。広域交通網拡充により、社会経済活動のさらなる発展に期待す

ると同時に、本市の貴重な財産である豊かな自然環境の保全や周辺の土地利用の適正なコント

ロールに努めるほか、拠点施設の集約化と公共交通の確保によるコンパクト・プラス・ネット

ワークの確立等により、持続可能な都市づくりを推進します。 

また、近年重要度の高まる防災・減災対策の強化に向けては、「甲斐市国土強靱化地域計画」

や「甲斐市地域防災計画」に基づく取り組みを着実に推進することで、災害に強く安心して暮

らすことができる社会の構築を目指します。 

  

第３章 基本目標 
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基本目標４ 自然と生活が調和した環境を築くまち（環境） 

本市の変化に富んだ森林・農地・河川などの自然環境は次世代に継承すべき貴重な資源です。

豊かな自然環境を維持し、良好な景観を保つことができるよう、住民・事業者・行政等の協働

による保全活動を推進します。 

また、地球温暖化の防止について、本市は令和５（2023）年に県内で初めて脱炭素先行地

域に選定されました。今後は、再生可能エネルギーの利用促進や脱炭素先行地域エリアを起点

とした脱炭素ドミノを起こすことを目指し、ゼロカーボンシティの実現に向けて取り組みます。 

 

基本目標５ 交流と協働による未来を拓く活力のあふれるまち（産業・行政） 

地域経済を活性化させるためには、既存産業の振興や創業・起業支援、企業誘致などによる

働く場の確保が欠かせません。特に、近年、農林業や市内企業の担い手不足が深刻となってい

ることから、人材の確保・育成に向けた支援を行います。 

また、将来にわたってまちの活力を維持するため、令和５（2023）年度よりはじまった「や

まなし県央連携中枢都市圏ビジョン」に基づく広域的な観光プロモーションの展開や、交通ア

クセスの優位性を生かした本市の魅力を積極的に発信することで、関係人口の創出に取り組み

ます。 

さらに、第３次計画で掲げる取り組みを着実に推進するため、まちづくりの担い手となる多

様な主体との協働や、自治体ＤＸの推進により、市民の利便性向上や質の高い行政サービスの

提供に努めます。 
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第３編 基本計画 
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（１）政策・施策体系 

本市の将来像「緑と活力あふれる生活快適都市」の実現に向けた政策・施策体系は次のとお

りです。なお、人口減少への対応と地方創生に重点的に取り組むことを目的とした「甲斐市デ

ジタル田園都市構想総合戦略」については、「重点戦略」として前期基本計画に包含して位置付

けることで、総合計画と整合性を保ちながら、より一層の取り組みの推進を図ることとします。 

 

 

基本計画

将来像 基本目標 重点戦略
(甲斐市デジタル田園都市構想総合戦略)

緑
と
活
力
あ
ふ
れ
る
生
活
快
適
都
市

基本構想

１　まちづくりは人づくり生涯にわたる学びのまち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【教育・文化】

２　健やかで心ふれあう安心に暮らせるまち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【福祉・健康】

３　美しい景観と快適で安全な都市機能を築くまち
　　　　　　　　　　　　【都市・建設・交通・防災】

４　自然と生活が調和した環境を築くまち　　【環境】

５　交流と協働による未来を拓く活力のあふれるまち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【産業・行政】

重
点
戦
略
１

良
質
で
安
定
し
た
し
ご
と
を
つ
く
る

重
点
戦
略
２

甲
斐
市
へ
の
新
た
な
人
の
流
れ
を
つ
く
る

重
点
戦
略
３

結
婚
・
出
産
・
子
育
て
に
関
す
る
希
望
を
か
な
え
る
環
境
を
つ
く
る

重
点
戦
略
４

甲
斐
市
の
個
性
を
生
か
し
た
魅
力
あ
ふ
れ
る
地
域
を
つ
く
る

第１章 前期基本計画の構成と特徴 
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政　　策 施策

（１）心豊かにたくましく未来を生きる甲斐っ子づくり
①確かな学力の育成、②豊かな心の育成、③健やかな体の育成、
④ふるさとに誇りや愛着を持ち、活躍できる人材の育成

（２）未来への可能性を拓く学びとスポーツの推進 ①生涯学習・文化活動の推進、②スポーツの推進、③図書館活動の推進

（３）誰もが安心して学べる快適な教育環境づくり
①多様な学びに対応した教育の推進、②質の高い教育のための環境整備、
③家庭・地域・学校の連携・協働の推進による地域教育力向上、
④教育分野におけるDXの推進とデジタル社会を担う人材の育成

（１）地域共生社会の実現に向けた地域福祉の充実
①地域福祉の推進、②障がい者福祉の推進、③生活保障・自立支援の推進、
④自殺防止対策の推進、⑤困難な問題を抱える女性のための支援の推進

（２）切れ目のない子ども・子育て支援の充実と少子化
　　　対策の推進

①婚活・結婚の支援、②甲斐市版ネウボラの拡充、③子育て家庭に向けた支援、
④特別な支援を必要とする子どもたちへの支援の充実、
⑤保育園・幼稚園等の充実、⑥幼児教育の推進

（３）高齢者保健福祉の充実
①高齢者保健福祉の推進、②介護保険事業の充実、
③地域包括支援センターの機能と体制の充実

（４）健康づくり活動と医療体制の充実
①生活習慣の改善、生活習慣病の発症・重症化予防、②地域医療の充実、
③保健事業の適正な運営（国民健康保険）

（１）緑豊かで良好な景観と持続可能な都市づくりの推進
①景観・都市づくりの推進、②コンパクトシティの形成、
③適正な土地利用と拠点地域の整備、④緑化の推進

（２）快適な住環境の整備
①公園の整備、②公営住宅の整備、③空き家の適正管理と利活用の推進、
④上水道の経営・整備、⑤下水道の経営・整備

（３）計画的な道路・交通環境の整備
①幹線道路の整備促進、②生活道路の整備、③歩行環境の整備、
④持続可能な公共交通の提供

（４）災害に強く安心安全なまちづくりの推進
①災害対策や防災・減災対策の推進、②防犯体制の充実、③交通安全対策の推進、
④治山・治水対策の推進、⑤農林業施設の防災・減災の推進、⑥雨水対策の推進

（１）自然環境と生活環境の保全
①自然保護・自然環境の保全、②水環境の保全、③公害等の防止、
④環境美化活動の推進、⑤環境保全意識の醸成

（２）循環型社会の形成 ①リサイクルの推進、②食品廃棄物の有効利用、③バイオマスの活用

（３）脱炭素社会の推進
①脱炭素先行地域の実現、②再生可能エネルギーの促進、
③省エネルギー対策の推進、④市民・事業者の活動促進、
⑤気候変動に適応した対策の推進

（１）持続的な農林業の振興
①農林業の担い手確保、②農地利用の促進、③農林業基盤整備の推進、
④都市農村交流の推進、⑤鳥獣被害対策の推進

（２）地域に根付いた産業の振興
①観光産業の振興、②創業・起業支援の充実、③中小企業・小規模企業への支援、
④産学官連携の推進、⑤企業誘致の推進、⑥地域ブランド戦略の確立、
⑦地域企業への就業促進

（３）交流と定住促進による新たな活力づくり
①魅力情報の発信による移住定住の促進、②関係人口の創出・拡大、
③全市的イベントの開催

（４）住民参画・協働のまちづくりの推進
①広聴・広報の充実、②情報公開の充実、③市民参加及び協働の推進、
④地域コミュニティ活動の促進、⑤男女共同参画及び地域共生社会の推進、
⑥国際交流の推進と多文化共生社会の実現

（５）地域情報化の推進
①市民の利便性の確保、②デジタル技術を活用したつながりの確保、
③行政運営の効率化、④デジタル化の推進に向けた基盤整備

（６）時代に対応した行政運営の推進

①窓口サービスの充実、②相談体制の充実と消費者保護の推進、
③SDGｓの普及促進、④庁舎機能の強靭化、⑤公民連携の推進、
⑥近隣自治体との連携、⑦行政改革の推進、⑧持続可能な行財政運営、
⑨議会運営の支援

基本計画

基
本
目
標
１

基
本
目
標
２

基
本
目
標
３

基
本
目
標
４

基
本
目
標
５
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（２）ＳＤＧｓについて 

国連は、平成27（2015）年に、令和12（2030）年を期限とする国際社会全体の目標とし

てＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を定め、我が国においても、その達成に向けて総合的な取

り組みを推進しています。 

本市においても、総合戦略及び基本目標の達成に向けた政策の推進にあたっては、国際社会

全体の開発目標であるＳＤＧｓを踏まえ、重点戦略・政策ごとにゴールとの関連性を示すこと

で、その達成につなげるよう努めることとします。 
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【ＳＤＧｓの 17の目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【目標２】 

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄
養の改善を達成するとともに、持続可能な
農業を推進する 

【目標１】 

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終
止符を打つ 

【目標３】 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生
活を確保し、福祉を推進する 

【目標４】 

すべての人々に包括的かつ公平で質の高い
教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 

【目標５】 
ジェンダーの平等を達成し、すべての女性
と女児のエンパワーメントを図る 

【目標６】 
すべての人々に水と衛生へのアクセスと持

続可能な管理を確保する 

【目標７】 
手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的な
エネルギーへのアクセスを確保する 

【目標８】 

すべての人々のための包括的かつ持続可能
な経済成長、生産的な完全雇用および働き
がいのある人間らしい仕事を推進する 

【目標９】 
強靭なインフラを整備し、持続可能な産業

化を推進するとともに、技術革新の拡大を
図る 

【目標 10】 
国内および国家間の不平等を是正する 

【目標 11】 
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭

かつ持続可能にする 

【目標 12】 
持続可能な消費と生産のパターンを確保す

る 

【目標 13】 
気候変動とその影響に立ち向かうため、緊

急対策を取る 

【目標 14】 
海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて
保全し、持続可能な形で利用する 

【目標 15】 
森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、

土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物
多様性損失の阻止を図る 

【目標 16】 

公平、平和かつ包摂的な社会を推進する 

【目標 17】 

持続可能な開発に向けてグルーバル・パー
トナーシップを活性化する 
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【各施策とＳＤＧｓ17ゴールの対照表】 

 

 

 

 

 

  

重点戦略１　良質で安定したしごとをつくる ● ●

重点戦略２　甲斐市への新たな人の流れをつくる ●

重点戦略３　結婚・出産・子育てに関する希望をかなえる環境をつくる ● ● ● ● ●

重点戦略４　甲斐市の個性を生かした魅力あふれる地域をつくる ● ●

基本目標１　まちづくりは人づくり　生涯にわたる学びのまち【教育・文化】

（１）心豊かにたくましく未来を生きる甲斐っ子づくり ●

（２）未来への可能性を拓く学びとスポーツの推進 ●

（３）誰もが安心して学べる快適な教育環境づくり ●

（１）地域共生社会の実現に向けた地域福祉の充実 ● ● ● ●

（２）切れ目のない子ども・子育て支援の充実と少子化対策の推進 ● ● ● ●

（３）高齢者保健福祉の充実 ●

（４）健康づくり活動と医療体制の充実 ●

基本目標３　美しい景観と快適で安全な都市機能を築くまち【都市・建設・交通・防災】

（１）緑豊かで良好な景観と持続可能な都市づくりの推進

（２）快適な住環境の整備

（３）計画的な道路・交通環境の整備

（４）災害に強く安心安全なまちづくりの推進 ●

（１）自然環境と生活環境の保全

（２）循環型社会の形成

（３）脱炭素社会の推進 ●

（１）持続的な農林業の振興 ●

（２）特色ある地域産業の振興 ●

（３）交流と定住促進による新たな活力づくり

（４）住民参画・協働のまちづくりの推進 ● ●

（５）地域情報化の推進 ●

（６）時代に対応した行政運営の推進

基本目標２　健やかで心ふれあう安心に暮らせるまち【福祉・健康】

基本目標４　自然と生活が調和した環境を築くまち【環境】

基本目標５　交流と協働による未来を拓く活力のあふれるまち【産業・行政】
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● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●
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（１）甲斐市デジタル田園都市構想総合戦略策定の趣旨 

我が国では、急速な人口減少・少子高齢化が進行しており、令和５（2023）年４月に国立

社会保障・人口問題研究所が公表した推計によると、2070年には総人口が8,700万人に減少

するなど、人口減少が将来にわたり続くことが予測されています。出生の動向をみても、令和

５（2023）年の出生数は72万7,288人と過去最少となり、合計特殊出生率についても1.20と

過去最低を更新しています。 

こうした状況の中、国では、令和４（2022）年12月に「第２期まち・ひと・しごと創生総

合戦略」を抜本的に改訂した「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を新たに策定し、デジタ

ル技術の活用によって「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指した取り組み

を推進しています。 

本市では、「甲斐市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（令和元年度改訂版）」において、

長期的な将来人口の目標を令和42（2060）年に約64,000人として、その実現に向けた「第２

期甲斐市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、様々な人口減少対策に取り組んできま

した。 

これまでの取り組みの成果として、近年は予測した人口を上回るペースでの人口増が続いて

いるものの、長期的な視点でみると、本市においても人口減少への転換が避けられない状況で

あることから、新たに「甲斐市デジタル田園都市構想総合戦略（以下、総合戦略という。）」を

策定し、人口減少対策の取り組みの加速化・深化を図ります。 

 

（２）地域ビジョン 

国の示す「デジタル田園都市国家構想総合戦略」では、地域において、それぞれが抱える社

会課題の解決を図るため、自らの地域が目指す理想像（＝地域ビジョン）を再構築したうえで、

取り組みを推進することとしています。 

本市では、総合戦略が本市の目指す将来像実現に向けたまちづくりを、地域創生の視点から

推進するものであるという考えに基づき、基本構想で掲げる将来像「緑と活力あふれる生活快

適都市」を地域ビジョンとして踏襲するものとします。 

 

 

  

第２章 重点戦略（甲斐市デジタル田園都市構想総合戦略） 
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（３）戦略の方向性 

本市の総合戦略は、４つの重点戦略を柱として推進していきます。 

総合戦略の推進においては、地域ビジョンの実現に向けた数値目標と重要業績評価指標（Ｋ

ＰＩ）を設定し、ＰＤＣＡサイクルを実行することで、計画の見直し・改善を行いながら、着

実な推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緑と活力あふれる生活快適都市 

地域ビジョン 

数値目標（令和 11 年度） 

  暮らしやすいと感じる市民の割合    ９７．４％ 

  合計特殊出生率       １．８７ 

  甲斐市は子育てしやすいまちだと感じる市民の割合 

                ７８．４％ 

  転入者数          ３，１７２人 

  従業者数（事業者単位）   ２２，６０７人 重点戦略１ 

重点戦略２ 

重点戦略３ 

重点戦略４ 

重点戦略１ 

良質で安定した 

しごとをつくる 

重点戦略３ 

結婚・出産・子育て 

に関する希望を 

かなえる環境をつくる 

重点戦略２ 

甲斐市への新たな 

人の流れをつくる 

重点戦略４ 

甲斐市の個性を 

生かした魅力 

あふれる地域をつくる 

デジタル技術

の活用による 

取り組み推進 

PDCA サイクルに基づき、住民・産官学金労言の構成による甲斐市総合計画審議会において、

数値目標及び重要業績評価指標（KPI）の検証を行い、適時見直しを実施 
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重点戦略１ 良質で安定したしごとをつくる 

 

≪主な関連ＳＤＧｓ≫ 

 

 

 

 

市民アンケート等の結果をみると、特に若い世代から市内で働く場が少ないという声が多く

聞かれます。人口減少の抑制に向けて若者の移住・定住を促進するためには、市内における働

く場の確保に向けた取り組みの強化が必要です。 

今後は、地域ブランド戦略の推進や既存産業への支援等による地域産業の振興に努めるほか、

創業支援や企業誘致の推進による新たな産業振興を支援することで、市内における雇用の創出

と地域経済の活性化を図ります。 

 

【数値目標】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

従業者数（事業者単位） 人 22,107人 22,607人 

 

（１）地域産業の振興と販路拡大 

 

 

●特産品の振興や地域資源の認知度向上、販路拡大を戦略的に推進することにより、地域ブ

ランドを発掘し確立を図ります。 

●既存産業の担い手確保や経営力向上の支援により、既存産業の将来にわたる成長・発展を

後押しします。 

 

 

◇農業者の経営安定に向けた支援の推進【新規】 

・就農者、新規就農者、農業法人等に対して、県や農業協同組合等の各関係機関と連携し、国や県

の補助事業活用を推進するとともにＩＣＴ・IOT・ＡＩを活用したスマート農業導入等を積極的に支援

します。 

 

 

 

◇やはたいもの生産維持 

・新規で農地を探している就農者に対して、本市、農地銀行に登録している農地を紹介し、生産者の

高齢化、後継者不足によるやはたいもの生産の減少に歯止めをかけ、知名度のある特産品の生産

維持に努めます。 

  

取り組みの方向性 

戦略的な取り組み 

     ●ＩＣＴ・ＩＯＴ・ＡＩを活用したスマート農業の導入  デジタル 

活用 
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◇大規模農業経営を行う民間事業者の参入推進【新規】 

・遊休農地の把握や農地の集積・集約化等を図り、利用可能な農地情報の取得に努め、遊休農地の

有効活用や農業者の雇用創出を図ります。 

 

◇地域ブランドの確立 

・既存の特産品や観光資源をマスコットキャラクターによるＰＲやＳＮＳ等で情報発信することにより、

地域ブランドとして確立するよう努めます。 

・新たな地域ブランドを発掘するとともに、人流データを分析し、戦略的にＰＲすることで、認知度向上

とイメージアップを図り、地域産業の振興に努めます。 

 

 

 

◇特産品のＰＲ・開発及び販路拡大支援 

・県内外のイベントなどにおいて、本市及び市特産品のＰＲや、販路拡大を支援します。 

・山梨県立農林高等学校の生徒が、本市の特産品について学び、共同で活動する機会を設けるとと

もに、新規特産品の開発に努め、販路拡大を図ります。 

 

◇小規模事業者への支援の推進 

・地域経済の活性化を図るため、経営力向上や事業承継、デジタル技術を活用した人手不足解消や

販路開拓等につながる事業を行う小規模企業者に対して、資金面の支援を行います。 

 

◇地域おこし協力隊制度を活用した施策の推進 

・地域おこし協力隊制度を幅広い分野において活用するとともに、ＳＮＳ等を通じて活動内容や地域

の魅力を広く発信することで、地域活性化を図ります。 

 

 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 
単

位 

現状値 
（令和５年度） 

目標値 
（令和 11 年度） 

経営安定関係補助金支給件数 件 52 件 60 件 

やはたいもの作付面積 ㎡ 61,904 ㎡ 63,000㎡ 

地域ブランド調査認知度全国ランキング 位 398 位 300 位 

小規模事業者持続化補助金交付件数 件 13 件 25 件 

 

  

     ●SNS を活用した特産品や観光資源の情報発信  ●人流データの分析  デジタル 
活用 

     ●SNS を通じた活動内容・魅力情報の発信  デジタル 

活用 



28 

（２）企業誘致、創業・起業支援の推進 

 

 

●企業用地の確保や企業誘致に関する支援措置の活用等により、市外企業の本市への誘引力

を高めます。 

●創業希望者への包括的な支援を推進することで、市内における創業しやすい環境を整備し

ます。 

 

 

◇企業誘致の推進 

・工場や事業所等を市内に新設する企業に対して、支援措置を講じることで企業誘致を推進し、地域

経済の活性化や雇用の拡大を図ります。 

・新山梨環状道路やリニア新幹線等の整備による交通アクセスの向上を見越し、未活用土地の産業

用地としての利活用について検討します。 

・企業誘致を効果的・効率的に進めるため、候補地の選定や適地調査の実施に加え、デジタル技術

を活用した適地情報の発信等を行います。 

・シェアオフィスの確保などにより、スタートアップ企業の進出支援や個人事業主、小規模企業者の誘

致を図ります。 

 

 

 

◇創業支援の推進【新規】 

・「甲斐市創業支援等事業計画」に基づき、創業希望者を支援することで、市内における創業の促進

を図ります。 

・創業に関する支援制度の拡充を検討し、創業しやすい環境を整えます。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

企業立地候補地調査延べ件数 件 － ５件 

創業支援に係る証明書発行件数※ 件 16 件 25 件 

シェアオフィスの利用事業者数 者 － 10 者 

※特定創業支援事業による講習やセミナー等を受けたことの証明 

  

取り組みの方向性 

     ●デジタル技術を活用した適地情報の発信  デジタル 
活用 

戦略的な取り組み 
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（３）産業間・産学官連携の推進 

 

 

●産業間・産学官連携による中小企業の新たな発想や技術革新や販路拡大を支援します。 

 

 

 

◇市内中小企業と学術研究機関やスタートアップ企業等とのマッチング【新規】 

・市内中小企業の成長・拡大を目的に、山梨県や周辺市町、関係機関と連携し、市内企業のニーズ

に沿うスタートアップ企業や学術研究機関等のマッチング事業を推進し、ＤＸ化を含めた技術革新

や販路拡大を図ります。 

 

 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

市内企業とのマッチング件数 件 ０件 ５件 

  

取り組みの方向性 

戦略的な取り組み 

     ●市内中小企業のＤＸ化促進  デジタル 
活用 
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重点戦略２ 甲斐市への新たな人の流れをつくる 

 

≪主な関連ＳＤＧｓ≫ 

 

 

 

 

全国の傾向と同じく県内の人口減少が進む中、本市では人口減少抑制に向けた様々な取り組

みの成果として、近年特に20～30代の子育て世帯の転入が増加しており、過去10年間一貫し

た社会増の状態が続いています。転入者の増加に伴い総人口も増加傾向で推移してきた本市に

おいても、長期的な視点でみると今後の人口減少は避けられず、将来にわたり地域の活力を維

持するためには、移住・定住促進に向けた取り組みの推進とあわせて、本市と多様な形でつな

がりを持つ関係人口を創出することも重要となっています。 

今後は、東京圏をはじめ大都市圏からの転入促進を図りながら、若年層の転出抑制や、若者

に選ばれるまちづくりを推進していきます。また、本市の豊かな自然環境や交通利便性等を生

かし交流人口の増加を図るとともに、個人や企業が本市とつながりを持つためのきっかけづく

りを推進します。 

 

【数値目標】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

転入者数 人 3,113 人 3,172 人 

 

（１）三大都市圏からの人口流入の創出 

 

 

●移住・定住や二地域居住の促進に向けて、様々な媒体を活用した積極的な情報発信を行い

ます。 

●移住・定住を進めやすいような幅広い情報の提供と、仕組みの充実に取り組みます。 

 

 

 

◇移住定住促進事業の推進 

・住む、仕事、子育て、医療などの情報を提供する移住定住ポータルサイト「よっちゃばるかい！」を充

実させ、新着情報や特集情報（支援制度、インタビュー）を発信します。 

・東京圏での移住相談会や電話、オンラインによる相談において、生活環境の情報に加え、移住定住

ガイドブック「ＫＡＩ ＬｉＦＥ」の配布、移住支援事業や空き家バンクの紹介等、幅広い情報提供を行い

ます。 

・三大都市圏（東京圏・大阪圏・名古屋圏）からの移住定住を促進するための支援を行います。 

・自然の豊かさと利便性の良さを生かした三大都市圏との二地域居住を推進します。 

取り組みの方向性 

戦略的な取り組み 
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◇三大都市圏からの定住促進 

・三大都市圏から起業・就業・テレワークで移住した方に移住支援補助金を交付することで、定住の

促進を図ります。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

移住相談件数 件 50 件 68 件 

移住支援事業補助金交付件数 件 18 件 20 件 

 

  

     ●移住定住ポータルサイトの活用  ●オンライン移住相談会の実施  デジタル 
活用 
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（２）若者に選ばれる地域づくり 

 

 

●若年層に向けた支援制度の創設により、移住・定住の促進を図ります。 

●子育て世代にとって住みやすい住環境の整備に努めます。 

 

 

 

◇若年層の移住・定住促進 

・山梨県や周辺市町、関係機関と連携し、若年層の地域課題への取り組みを支援するほか、県内外

の学生を対象とした地域企業への訪問・交流イベントや合同企業説明会等を積極的に開催し、地

域の魅力をＰＲすることで移住定住につなげます。 

・地域企業へのU・I・Jターン就職を促すため、若者の就労初期における経済的負担を軽減するため

の奨学金返還支援制度の創設に向け取り組みを進めます。 

・移住・定住先に選ばれるよう、自然が豊かで、かつ利便性の高さを前面に出した情報発信を行うと

ともに、安心・安全で快適なイメージづくりを図ります。 

 

◇地域おこし協力隊の定着支援 

・地域おこし協力隊の任期が終了した後も本市に定住、起業する者に対して起業に要する経費を補

助します。 

 

   ◇結婚新生活の支援【新規】 

     ・定住への第一段階となる「結婚」に伴う住居費などを支援し、若者を応援することで、移住定住の

促進を図ります。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

地域おこし協力隊補助金支給件数（累計） 件 ４件 ９件 

奨学金返還支援制度利用者数（累計） 人 － 100 人 

支援を活用した新婚世帯における転入者の割合 ％ 54.4％ 60.0％ 

  

取り組みの方向性 

戦略的な取り組み 
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（３）関係人口の創出拡大 

 

 

●本市の地域資源を生かし、来訪者の増加を図ります。 

●各種制度やイベント等を活用し、本市と多様な形でつながりを持つ関係人口の創出・拡大

に取り組みます。 

 

 

 

◇クラインガルテンの活用 

・クラインガルテンを拠点とした農業体験やイベントを開催し、クラインガルテン利用者と地元の人との

交流の輪を広げるとともに、来訪者の増加を目的とした新規事業の取り組みや関係事業等の拡大・

強化、またＳＮＳ等での情報発信に努めて、中北部地域の活性化を図ります。 

 

 

 

◇ワイナリーを中心とする観光・交流産業の活性化【新規】 

・ワイナリー事業者や交通事業者、商業施設等と連携し、ゼロカーボンロードをめぐる周遊企画・ルー

トの確保及び観光スポットの発掘により、来訪者及び交流人口の増加を図ります。 

 

 

 

◇赤坂ソフトパーク内起業地市有財産の有効活用【新規】 

・新たな関係人口の創出及び地域経済の活性化など、地方創生に向けて活用していきます。 

 

◇シティプロモーションの推進【新規】 

・各種イベント開催時における特産品の展示販売や観光パンフレットの設置ほか、サービスエリア等

におけるデジタル広告を活用した魅力情報の発信、また県外でのイベントに参加し市の魅力をＰＲす

ることにより、関係人口の創出を図ります。 

・中部横断自動車道やリニア中央新幹線の開通を見据え、三大都市圏からの誘客を強化します。 

 

 

 

◇ふるさと応援寄附金制度の活用 

 ・県外でのイベント出展や、SNS 等を活用した魅力的な返礼品の PR を行うことで、寄附を通じた関

係人口の創出を図ります。 

・体験型特典返礼品の充実やリピーターの確保等により、本市を訪れるきっかけとなる取り組みを行

います。  

取り組みの方向性 

戦略的な取り組み 

     ●観光目的に活用できる交通システムの構築（周知、予約、支払い等）  デジタル 
活用 

     ●デジタルサイネージ（電子案内板）を活用した魅力情報の発信  デジタル 

活用 

     ●SNS等を活用した情報発信  デジタル 

活用 
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◇地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の活用 

・（仮称）篠原地区公園内子ども体験学習施設整備事業等への企業版ふるさと納税導入を推進する

ため、マッチングイベントや個別事業者へのサウンディング等を実施します。 

・使途を特定したクラウドファンディング制度を積極的に活用します。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

農業体験イベント集客数 人 1,228 人 1,300 人 

観光入込客数 人 1,097,000人 1,250,000人 

ふるさと応援寄附金のリピート率 ％ 7.92% 10.00% 

クラウドファンディング活用件数 件 ６件 10 件 
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重点戦略３ 結婚・出産・子育てに関する希望をかなえる環境をつくる 

 

≪主な関連ＳＤＧｓ≫ 

 

 

 

 

市民アンケート調査では、第２次甲斐市総合計画における政策の中で「学校教育」、「子ども・

子育て支援の充実」に関する満足度が上位となっていることや、子育て世代の転入が増加して

いることは、本市の子ども・子育て支援に関するこれまでの取り組みの一定の成果といえます。  

合計特殊出生率は、1.70（平成30年～令和４年）となり、国（1.33）や県（1.46）に比べ

て高い水準であるものの、本市の活力維持や持続的なまちづくりを推進するためには、少子化

の進行抑制に向けたさらなる取り組みの強化が必要です。 

今後は、結婚・出産・子育ての希望を実現するための総合的な支援を強化するとともに、デ

ジタル技術を含めた効果的・効率的なサービスの提供により、希望の実現を阻む様々な要因の

解消に努めます。 

 

【数値目標】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年） 
目標値 

（令和 11 年度） 

合計特殊出生率 ― 
1.70 

（平成 30年～令和４年） 

1.87 

（令和７年～令和11年） 

甲斐市は子育てしやすいまちだと 

感じる市民の割合   
％ 68.5% 78.4% 

 

（１）結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 

 

 

 

●「こども家庭センター」の設立により、子育て家庭の包括的な支援体制を強化します。 

●子育てに関する悩みや相談を気軽に行えるオンライン相談窓口を設け、保護者が直接専門

家とつながり、心理的なサポートや情報提供を迅速に行います。 

●婚活イベントの開催により、出会いの場を創出するとともに、経済的理由で結婚を諦める

ことがないよう結婚に伴う住居費などを支援するなど、結婚を希望する若者を応援します。 

  

取り組みの方向性 
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◇甲斐市版ネウボラ推進プロジェクト 

・安心して子どもを産み、子育てができる環境づくりを目指し、設置している「甲斐市子育て世代包括

支援センター（母子保健）」を機能維持したうえで、「こども家庭総合支援拠点 （児童福祉）」ととも

に全ての妊産婦・子育て世帯・子どもへの包括的な相談支援を行う「こども家庭センター」を設立し、

支援の充実・強化を図ります。 

・妊娠・出産・子育ての見通しを立てるため、課題を共有し、個々のニーズに添ったサポートプランを作

成し支援します。 

・育児不安や育児負担感への支援を強化するため、産後においては、退院後の母子に対しての心身

のケアや、育児のサポート等を行う産後ケアの取り組み等を充実し母子の孤立感の解消に努めます。 

・乳幼児健康診査の充実を図り、発達や養育環境に課題を抱える家庭に寄り添い、就学に向けての

支援に取り組みます。 

・子育てに関する悩みや相談を気軽に行えるオンライン相談窓口を設置し、相談体制の強化を図りま

す。 

・ネウボラ推進協議会、医療、教育、子育て、福祉等関係機関との連携を継続し、相談及び支援体制

の充実を図ります。 

 

 

 

 

◇不妊治療への助成 

・少子化対策の一環として不妊治療費助成事業の内容の充実に取り組み、不妊治療に要する費用

の一部の助成を継続して実施します。 

 

◇若者の出会いの場の創出【新規】 

・少子化対策及び定住への第一段階となる「結婚」への支援を目的に、交際や結婚を望む若者同士

の出会いの場を創出するため婚活イベントを開催します。 

 

 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

こども家庭センターへの相談件数 件 - 11,150件 

不妊治療費助成の申請者延べ人数 人 197 人 235 人 

婚活イベント参加者のカップリング率 ％ 50.0％ 55.0％ 

 

  

戦略的な取り組み 

     ●相性判断等のビッグデータを分析・活用したＡＩ婚活の導入検討  デジタル 
活用 

     ●子育て支援アプリ母子モ（かいファミダイアリー） の拡充 

     ●オンライン相談窓口の設置 

 デジタル 
活用 
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（２）子育てしやすい環境づくり 

 

 

● 「（仮称）篠原地区公園内」に豊かな自然の中で、多世代が交流・子育て・学びのできる

「子ども体験学習施設」を整備します。 

●デジタル技術の活用により、保育園業務の改善及び質の向上を図ります。 

 

 

◇（仮称）篠原地区公園内子ども体験学習施設整備事業の推進【新規】 

・子育て支援の新たな場を提供するため、（仮称）篠原地区公園内に雨の日でも遊ぶことが可能な

屋内遊戯スペースのほか、体験学習室、一時預かりなどの機能を有した「子ども体験学習施設」を

整備します。 

 

 

 

◇保育園業務におけるＩＣＴの活用【新規】 

・在園児の日頃の保育生活や連絡事項を迅速かつ容易に確認できるよう、保育業務アプリを通じ、

園からの情報発信を積極的に行います。 

・保育士と保護者間のコミュニケーションを密にするとともに、アプリケーションを通じ在園児の生活状

況や家庭での心配事など迅速に情報共有を行える体制を充実させます。 

 

 

 

◇入所申請等の電子申請化の推進【新規】 

・質の高い行政サービスを提供するため、入所選考業務のＡＩ化を実施しています。今後は、入所等を

希望する保護者からのオンラインによる申請手続きを推進し、利便性の向上を図ります。 

 

 

 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

子ども体験学習施設利用者数 人 - 56,000 人 

日常の保育状況の定期配信 件 12 件 60 件 

入所等に係る年間総申請数に対するオンライン

申請数の割合 
％ 0％ 60.0% 

 

  

取り組みの方向性 

戦略的な取り組み 

     ●保育業務アプリの活用  デジタル 
活用 

    ●入所選考手続きのデジタル化  デジタル 
活用 

     ●屋内遊戯スペースにおけるデジタル遊具の導入  ●フリーＷｉ-Ｆｉの導入  デジタル 

活用 
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（３）個に応じた指導の充実 

 

 

●児童生徒の基礎的・基本的な学習内容の定着を支援します。 

●不登校児童生徒の学習機会確保のための支援を行います。 

 

 

◇甲斐っ子応援教室の開催 

・学力の定着が十分でない児童生徒への学習支援が重要な教育課題となっていることから、夏季休

業中などの学習支援を推進します。 

 

◇メタバースを活用した不登校児童生徒の学習機会確保 

・オークルーム、学外適応指導教室の運営に加え、メタバースを活用した不登校児童生徒の学習機

会確保のための取り組みを支援します。 

 

 

 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

甲斐っ子応援教室に参加した児童・生徒の感想

アンケートで肯定的な回答をした児童・生徒の割

合 

％ 98.1% 98.1% 

オークルーム利用者のうち、メタバースを利用して

学習を行った児童生徒の割合 
% - 50.0% 

  

取り組みの方向性 

戦略的な取り組み 

    ●不登校児童生徒に対するメタバースの活用  デジタル 
活用 
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重点戦略４ 甲斐市の個性を生かした魅力あふれる地域をつくる 

 

≪主な関連ＳＤＧｓ≫ 

 

 

 

 

都市環境と自然環境がコンパクトにまとまり、交通利便性も高いという快適な居住環境は、

本市の大きな強みです。市民アンケート調査の結果でも、甲斐市が「暮らしやすい（“とても暮

らしやすい”と“ある程度暮らしやすい”）」と回答した人が９割以上となっています。また、

本市は令和５年（2023）４月には、県内で初めて「脱炭素先行地域」に選定され、ゼロカーボ

ンシティの実現に向けた取り組みを推進しています。 

今後は、本市ならではの地域資源を生かした地域づくりに、デジタルの力を有効に活用する

ことで、人口減少社会においても地域の活力や持続可能性を維持した魅力あふれるまちづくり

を推進します。 

 

【数値目標】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

暮らしやすいと感じる市民の割合 ％ 94.4% 97.4％ 

 

（１）地域資源を生かした個性的な地域づくり 

 

 

●バイオマスを利用した産業振興や脱炭素先行地域における取り組みの推進により、脱炭素

化の実現を目指します。 

●旧緑化センター跡地の樹木を生かし、多世代が交流・子育て・学びのできる「（仮称）篠原

地区公園」を整備します。 

 

 

 

◇バイオマス資源の利用による循環型社会の推進 

・バイオマス産業都市構想をもとに事業化されたバイオマス発電所(甲斐双葉発電所)において、間

伐材、林地残材を燃料として活用することで山林の再生及び林業の活性化を図ります。 

・木質バイオマス発電所(甲斐双葉発電所)から発生するバイオマス燃料灰の肥料活用について調

査・研究するとともに、あわせて、地域のバイオマスから製造された液肥等の活用を図ります。 

  

取り組みの方向性 

戦略的な取り組み 
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◇脱炭素先行地域の実現【新規】 

・脱炭素先行地域エリアを起点とした脱炭素ドミノを起こすことを目指し、再生可能エネルギーの利

用促進、省エネルギー対策の推進、市民・事業者のデコ活（環境に配慮したライフスタイル・活動）

推進などの取り組みを実行します。 

・脱炭素先行地域及びゼロカーボンロードを中心とした地域ブランディングの確立を目指します。 

・ＥＶ（電気自動車）利用を促進し、充放電設備の導入に取り組みます。 

 

 

 

◇山梨県緑化センター跡地活用事業「（仮称）篠原地区公園“次世代へつなぐ創造の森”」の推進 

・旧施設の機能・役割を継承しつつ、多様な人が安心して利用できる賑わいのある交流拠点の形成

に向けて、子育て支援や学びの場としての子ども体験学習施設を核とした公園整備を進めます。 

 また、既存樹木の活用、建物のＺＥＢ化などにより公園全体の脱炭素化も推進していきます。 

 

◇市道整備事業の推進【新規】 

・広域交通網の拡充、地域産業の活性化につながる市道の改良工事に取り組みます。 

・地域住民の安心・安全な歩行空間の確保に取り組みます。 

 

◇全ての人が移動可能な環境の整備【新規】 

・ＡＩオンデマンド交通や自動運転ＥＶバスの運行など、新たなモビリティサービスの提供に取り組みま 

す。 

 

 

 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

市域から排出される CO₂排出量 

（基準年度：平成25年度 424千ｔ-CO2） 
千ｔ-CO2 331千ｔ-CO2 249千ｔ-CO2 

道路整備計画で決定している整備優先道路の

整備着手率 
％ 37.5% 87.5% 

※CO₂排出量は集計に時間を要するため、現状値、目標値は２年前の公表数値が記載されています。 

  

     ●公開型ＧＩＳによるＥＶ（電気自動車）の利用促進（ＥＶステーションの周知など）  デジタル 

活用 

     ●AI オンデマンド交通や自動運転ＥＶバスの実証運行  デジタル 

活用 
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（２）地域コミュニティの維持・強化 

 

 

●地域活動の活性化や人材確保に向けた取り組みを支援し、地域コミュニティの維持・強化

を図ります。 

 

 

◇ボランティア人材の育成 

・甲斐市社会福祉協議会と連携し、地域づくりの様々な分野においてリーダー的な活動を展開してい

るボランティア団体を核とした各種団体同士のネットワーク化の促進を図ります。 

・ボランティア活動の担い手となる人材の育成支援に取り組みます。 

・デジタルツールを活用し、地域コミュニティの情報共有を図るとともに、ＮＰＯ法人やボランティア人

材の力を必要とする人とその活動をつなぎ、地域人材の活用を促進します。 

 

 

 

◇ラジオ体操普及による健康なまちづくりの推進 

・市が開催実施する青少年育成や生涯学習及びスポーツ、また自治会や地域福祉等の各種事業に

取り入れることで、世代を超えたふれあいと一体感が実感できる、健康で魅力あるまちづくりを推進

します。 

 

◇地域コミュニティ活動活性化のためのデジタル化の促進【新規】 

・自治会役員の負担を軽減し、円滑な地域活動が行えるように、自治会内におけるデジタル化導入へ

の支援を行います。 

・自治会などの地域コミュニティが、デジタル技術を活用した情報発信や情報収集するための支援を

行います。 

 

 

 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

ラジオ体操事業への参加者数 人 32,492人 35,000人 

デジタル化導入自治会数 団体 ０自治会 50 自治会 

 

  

取り組みの方向性 

戦略的な取り組み 

●自治会活動などのデジタル化への支援  デジタル 

活用 

     ●デジタルツールを活用したボランティア活動の促進 

 

 デジタル 
活用 
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（３）地域共生社会の形成 

 

 

●高齢者がいつまでも住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、地域における住

民主体の支え合いの体制づくりを支援します。 

●全ての人が世代やその背景を問わず生き生きとした生活を送ることができるための支援

体制を整備します。 

 

 

 

◇地域での支え合い体制づくりの推進 

・高齢者が住み慣れた地域でいつまでも笑顔で元気に安心して暮らし続けられるよう、社会福祉協

議会との連携・協働により、生活支援体制整備事業を推進し、地域の実情に応じた支え合い・助け

合いの取り組みを支援することで、住民主体の支え合いの体制づくりの地域展開を図ります。 

 

◇共生社会推進のための支援体制の整備【新規】 

・男女共同参画社会を推進するとともに、困難な問題を抱える女性への包括的な支援体制を整備し

ます。 

・性の多様性理解増進に向けた取り組みを推進します。 

・外国人人口の増加と地域への定着に向け、庁内窓口の多言語化や、多言語による情報発信等サー

ビス向上を図ります。 

 

 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

地域の支え合いに取り組む第３層協議体数 団体 19 団体 50 団体 

家庭や地域、所属する学校や職場等について男

女平等だと感じている人の割合 
％ 46.4％ 60.0％ 

 

  

取り組みの方向性 

戦略的な取り組み 

     ●ＳＮＳを活用した相談体制の整備  ●ＩＴを活用した多言語対応  デジタル 
活用 
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（４）災害に強いまちづくりの推進 

 

 

●次世代技術の活用により、災害発生時に迅速かつ効率的な災害対応を行える体制を整備し

ます。 

 

 

◇災害時におけるドローンの利活用【新規】 

・中山間地域において、大型ドローンを活用した支援物資搬送の実証に向け、産学官連携による取り

組みを進めます。 

・災害発生時、空中から被害状況を撮影し、記録映像として残す取り組みを進めます。 

・ドローンパイロットや運航管理など、安全に撮影を行うための人材育成を進めます。 

 

 

 

◇防災ＤＸの推進【新規】 

・災害発生時、指定避難所へのルート検索、多言語周知等一元化できるシステムの導入による防災

機能の強化を図ります。 

 

 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

市ウェブサイトの防災ページ閲覧数 ＰＶ 4,237ＰＶ 11,000ＰＶ 

消防団員のドローン操縦技能証明取得者数 人 3 人 21 人 

 

  

取り組みの方向性 

戦略的な取り組み 

     ●ドローンを活用した災害対応  デジタル 
活用 

     ●SNS を活用した防災機能の強化  デジタル 
活用 
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（５）自治体ＤＸの推進 

 

 

●ライフスタイルに応じた行政サービスの充実により、市民の利便性向上を図ります。 

●デジタル技術を活用し、庁内における効率的・効果的な業務の推進を図ります。 

 

 

 

◇デジタル技術の活用による市民の利便性向上【新規】 

・「書かない、待たない、迷わない」市民にやさしい窓口サービスの実現に向けて、各種手続きのデジ

タル化を推進するとともに、市役所での支払いのキャッシュレス化により、市民の利便性向上を図り

ます。 

・市役所に行かなくても完結する行政手続きのオンライン化を推進します。 

・多くの方が利用する総合窓口において「迷わない窓口」を実現するため、デジタル技術を活用した

簡単でわかりやすい庁舎情報設備の導入を検討します。 

・マイナンバーカードについては、行政手続きや申請などのさらなるオンライン化の推進及び生活の

様々な局面で利用される「市民カード化」に向け、利活用の拡大を図ります。 

・生涯学習施設及びスポーツ施設の利用者の利便性を図るため、申請・手続きのデジタル化に向け、

予約システム等の導入を進めます。 

・図書館における自動貸出機の導入を検討します。 

・通信インフラ整備や体験機会の創出等、デジタルデバイド解消に向けた取り組みを強化します。 

・契約事務や手続きの効率化を図るため、入札事務の電子化の検討を進めます。 

・公式ソーシャルメディア等については、情報発信ツールとして多様な住民のニーズに対応できるよう

様々な機能を追加し、利便性の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

  

取り組みの方向性 

戦略的な取り組み 

     ●窓口手続きや相談対応のデジタル化（オンライン化） ●キャッシュレス決済の拡大 

     ●庁内設備のデジタル化（デジタルネイサージなどの導入） 

●マイナンバーカードの利用拡大  ●行政サービスを統合した多目的アプリの導入   

●施設予約システムの導入 ●入札事務の電子化 ●市ウェブサイトなどの利便性の向上 

●情報ネットワークインフラの整備 ●デジタル機器を活用したデジタルデバイドの解消 

 

 デジタル 

活用 
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◇効率的・効果的な庁内業務の推進【新規】 

・ペーパーレス会議の導入等、紙文化の脱却に向けた取り組みを推進するとともに、庁内環境の整備

を推進します。 

・デジタル技術を活用した業務の効率化及び職員の働き方改革を推進します。 

・生成ＡＩなどの最先端技術の活用について、先進事例の調査研究を行い、効果的な導入について検

討します。 

・公用車の電動化（ＥＶ（電気自動車）等）と公用車管理システムの一元化により、運行管理、車両管

理の効率化と、運行実績に基づく保有台数の適正化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標 単位 
現状値 

（令和５年度） 
目標値 

（令和 11 年度） 

デジタル化に関する満足度（ウェルビーイング） ％ - 86.0％ 

総合型多目的アプリ登録者数 人 - 27,000 人 

オープンデータ（公開型ＧＩＳ）利用件数 件 11,446件 20,000件 

AI・RPA等活用業務数 件 １３件 ２３件 

ペーパーレス化（会議資料等データ化） ％ - 50.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

  

     ●ペーパーレス化の推進・庁内環境の整備  ●業務効率化・働き方改革の推進  

●職員のデジタルリテラシーの向上  ●生成ＡＩ及びＲＰＡ技術の活用拡大 

●公用車の電動化と管理システムの一元化 

 

 デジタル 
活用 
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基本目標１ まちづくりは人づくり 生涯にわたる学びのまち 【教育・文化】 

 

政策（１）心豊かにたくましく未来を生きる甲斐っ子づくり 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

「道徳の授業では、自分の考えを深めた

り、学級やグループで話し合ったりする活

動に取り組んでいますか」の設問に 

「当てはまる」「どちらかといえば当てはま

る」と回答した割合 

小 85.0% 

中 89.8% 

小 95.0% 

中 95.0% 

小  96.0% 

中  96.0% 

「児童生徒のいじめに関する状況調査」に

おける公立学校のいじめ解消率 

小 99.3% 

中 94.6% 

小 100% 

中 100% 

小 100% 

中 100% 

 

【現状と課題】 

①確かな学力の育成 

現
状 

〇各学校において学習指導要領の趣旨を踏まえた教育を推進しています。 

〇25 人学級の実施や教員の加配により、きめ細かな指導に取り組んでいます。 

〇ＡＬＴを活用し、外国語（英語）の授業の充実を図っています。 

課

題 

●今後は、「個に応じた指導」の充実がこれまで以上に重要であるとされており、子どもが主体

的に学習を調整することができるよう、きめ細かな指導を行うことが必要です。 

●ＡＬＴの配置を拡充し、より充実した外国語（英語）教育の推進が必要です。 

●多様な他者との協働や、子ども主体の授業への転換を図ることで、子ども一人ひとりの関心

や特性に基づき、個々の力を伸ばす学びの実現が求められています。 

②豊かな心の育成 

現
状 

〇リーフレットの作成やオークルームの事業拡大により、不登校対策の充実を図っています。 

〇小中学校における道徳の教科化や、「甲斐っ子の宝」の取り組みにより、基本的生活習慣の

確立や規範意識が向上しています。 

課
題 

●全国で増加する不登校の問題について、いじめとの関わりも含め、子どもたちの豊かな情操

や道徳心を培いながら、実態を把握し対応を講じる必要があります。 

  

第３章 前期基本計画 

 

★成長の基盤となる資質・能力を身につけた児童生徒の育成を目指します。 

★ふるさとに誇りや愛着を持ち、活躍できる人材の育成を目指します。 
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③健やかな体の育成 

現

状 〇体育の授業や学校行事において、ラジオ体操の取り組みを推進しています。 

課

題 

●生活習慣の確立や学校保健の推進等により、子どもたちの心身の健康の増進と体力の向上

を図ることが必要です。 

④ふるさとに誇りや愛着を持ち、活躍できる人材の育成 

現
状 

〇「わたしたちの甲斐市」「ふるさと山梨」等の副読本を活用し、郷土教育を推進しています。 

〇中学校では各校に１人、小学校では２校に１人の割合でＡＬＴを配置しています。 

〇総合的な学習の時間等において、職業体験等のキャリア教育を推進しているほか、県の取り

組みであるキャリアパスポートを活用しています。 

課
題 

●急速なグローバル化に対応できる語学力及びコミュニケーション能力を養うとともに、様々な

分野・地域で国際社会の一員として活躍できる人材を育成することが求められています。 

●社会的・職業的自立に向けて、児童生徒一人ひとりが必要な資質・能力を身に付けることが

できるよう、学年の実態に応じたキャリア教育の推進が求められています。 

 

【施策の方向性】 

① 確かな学力の育成 

 ・学習指導要領で示されている育成すべき資質・能力の３つの柱である「知識及び技能」、「思考

力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」を育成するため、一人ひとりの実態に応

じた指導の充実を図ります。 

・一人ひとりが自分の良さや可能性を認識するとともに、主体的に学び、多様な人々と協働しなが

ら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓く人材の育成に努めます。 

・子どもが主体的に学習を調整することができるよう、各校の実態に応じて 25 人学級や教員の

加配を活用し、個に応じたきめ細かな指導を行います。 

・ＡＬＴの配置を拡充し、ネイティヴな発音や外国の文化に触れることを通して、より充実した外国

語（英語）教育を推進します。 

② 豊かな心の育成 

 ・魅力ある学校・学級づくりにより、いじめ、不登校等、生徒指導上の問題の未然防止に取り組み

ます。 

・道徳科や学級活動の時間を要として、人権尊重、正義感や命の大切さなどの育成に取り組みま

す。 

③ 健やかな体の育成 

 ・学校保健、体育、学校給食及び食育を通して、運動習慣や食事、睡眠といった生活習慣の改善

を促進し、心身の健やかな成長と体力の向上を図ります。 
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④ ふるさとに誇りや愛着を持ち、活躍できる人材の育成 

 ・郷土の歴史や現状について学ぶことで、地域への誇りと愛着を持ち、将来、地域への参画貢献

をしていこうとする態度を育成します。 

・語学力やコミュニケーション能力を育成するため、英語の資格・検定の支援に取り組みます。 

・社会的・職業的自立に必要な資質・能力の基盤を身に付けるため、キャリア教育の視点から教

育課程を編成し、学校や地域の特色を生かした取り組みを推進します。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

第３次創甲斐教育推進大綱 令和７年度～令和11年度 
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政策（２）未来への可能性を拓く学びとスポーツの推進 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

市公民館の利用者数（地域ふれあい館、

セミナーハウスを含む） 
118,976 人 123,000 人 127,000 人 

ラジオ体操事業への参加者数 32,492人 35,000 人 36,000人 

市立図書館の入館者数 349,989 人 355,000 人 360,000 人 

 

【現状と課題】 

①生涯学習・文化活動の推進 

現
状 

〇高齢化社会の進展により、生涯学習の重要性が高まっています。 

〇社会の変化と価値観の多様化により、青少年事業への意識の低下や催しへの参加人数が減

少しています。 

〇市内に多数存在する貴重な歴史文化資産について、市民が触れることのできる機会が限ら

れています。 

課
題 

●自由に学習機会を選択でき、その成果が適切に評価される「生涯学習社会」の実現のため、

施設整備や学習環境の充実を含めた取り組みの推進が必要です。 

●青少年の健全な育成に向け、事業内容の充実による既存活動の継続が必要です。 

●市民一人ひとりが生涯を通じて、より質が高く魅力のある文化芸術を鑑賞・体験できる環境

づくりが必要です。そのためには、文化財の現状を調査・保存し、地域の歴史や伝統文化に親

しめる機会を充実させる必要があります。 

②スポーツの推進 

現
状 

〇高齢化の進展や生活利便性向上に伴う運動不足が懸念されています。 

〇スポーツを「する」だけでなく、「見る」、「ささえる」など様々な面からの参画機会を提供してい

ます。 

〇個別施設計画に基づき、スポーツ施設の改修工事を推進しています。 

課
題 

●市民の健康寿命延伸に向け、運動習慣の確立や、生涯にわたりスポーツに親しむ機会の創

出が必要です。 

●市民一人ひとりが様々な面からスポーツに参画することができる体制整備が必要です。 

●スポーツ施設の計画的な整備を推進し、適切な維持管理に努める必要があります。 

 

 

★誰もが生涯学習活動に積極的に取り組むことにより、心豊かで生きがいのある生活を送ることが

できる社会構築を目指します。 

★子どもから高齢者までが、健康で豊かな生活を送ることができるよう、「市民一人１スポーツ」を実

現します。 

★図書館活動の推進により、知的で豊かな人生を送ることができる社会の構築を目指します。 
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③図書館活動の推進 

現
状 

〇図書資料等の収集や各種イベントを開催することにより、利用者の学びの場、市民の交流の

場として機能しています。 

〇保育園・小学校活動の一環としての図書館利用等、館外における図書館利用も促進されてい

ます。 

課
題 

●全ての人が平等に利用できるサービスの提供と蔵書の充実が求められています。 

●様々な文化的事業を展開し、学びや交流の場として広くサービスを提供することが必要です。 

●子どもたちへの図書館の利用促進や、読書の大切さを伝える啓発活動を推進する必要があ

ります。 

 

【施策の方向性】 

① 生涯学習・文化活動の推進 

 ・市民一人ひとりが、心豊かで生きがいのある生活が送れるよう、多様な学習機会や体験の場の

提供、文化・芸術鑑賞機会等の充実及び生涯学習施設の整備を図ります。 

・青少年の健全育成を推進するため、指導体制の充実を図り、青少年活動の活性化や健全育成

の環境整備について、取り組みを推進します。 

・本市の貴重な歴史文化資産について、適切な調査やデジタルを活用した保存等を行い、市民

が歴史文化資産に触れる機会となる拠点施設の整備を検討するとともに、次世代へ継承してい

く取り組みを推進します。 

② スポーツの推進 

 ・健康寿命の延伸を図るため、スポーツ教室の開催など運動習慣の機会の創出を関係課と連携

し、推進します。 

 ・「市民一人１スポーツ」を目標に掲げ、競技をする人、指導し支える人、応援・観戦する人との交

流や連携を図り、スポーツに参画できる体制を強化していきます。 

・市民一人ひとりがスポーツを楽しみ、安全で快適に利用できる施設整備を行います。 

③ 図書館活動の推進 

 ・全ての人の自主的な学びを支援するために蔵書の充実を図ります。 

・文化的事業の開催により市民の交流や読書の推進を図るなど、魅力ある図書館の創出に努め

ます。 

・保育園への出張など館外活動においても、子どものみならず保護者にも読書の楽しさを伝え、

子どもたちの自発的な読書活動につながることを目指します。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

第３次創甲斐教育推進大綱 令和７年度～令和11年度 

甲斐市文化財保存活用地域計画 令和５年度～令和12年度 
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政策（３）誰もが安心して学べる快適な教育環境づくり 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

不登校児童生徒に対するオークルームの

在籍率 

小 11.4% 

中 11.5% 

小 18.9% 

中 19.0% 

小 20.9% 

中 21.6% 

「地域や社会をよくするために何かしてみ

たいと思いますか」の設問に「当てはまる」

「どちらかといえば当てはまる」と回答した

割合 

小 83.3% 

中 79.1% 

小 85.0% 

中 85.0% 

小  90.0% 

中  90.0% 

 

【現状と課題】 

① 多様な学びに対応した教育の推進 

現
状 

〇誰一人取り残さない教育の実現を目指し、不登校児童生徒への対応や特別支援教育など、

全ての子どもが必要な学びや支援を受けることができる体制づくりとともに、きめ細かな質の

高い少人数教育を推進しています。 

○生活に困窮する子どもの学習機会の確保や相談体制の充実に取り組んでいます。 

〇特別な支援を必要とする児童生徒が増加する中、インクルーシブ教育に向けた取り組みを推

進することで、地域共生社会の実現を目指しています。 

課
題 

●子どもたちの可能性を最大限発揮できる教育環境の実現に向け、引き続き、少人数教育の

推進が必要です。また、不登校児童生徒等、全ての子どもが必要な学びや支援を受けるに

は、ＩＣＴの活用を含めた学習支援の充実が必要です。 

●生まれ育った環境に子どもたちの未来が左右されないよう、生活に困窮する子どもの学習機

会の確保が必要です。 

●児童生徒一人ひとりの状況に応じたきめ細かな指導を行うため、さらなる人材の確保が必要

です。 

 

 

 

 

 

●多様な教育ニーズに対応した質の高い教育の推進により、子ども一人ひとりの資質・能力を最大

限に伸ばす教育の充実を目指します。 

●全ての子どもがより質の高い教育を受けることができる質の高い教育環境の整備を目指します。 

●家庭・地域・学校の連携・協働の推進により、家庭の教育力が向上し、家庭・地域・学校の連携・協

働体制が構築されたまちを目指します。 

●教育分野におけるＤＸの推進と、デジタル社会を担う人材の育成を目指します。 
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② 質の高い教育のための環境整備 

現
状 

〇魅力ある学校づくりを目指し、教職員の実践力向上や共通理解の推進を図っています。 

〇全国的な傾向と同じく、慢性的な教職員の人手不足が課題となっています。 

〇学校が抱える問題の複雑・困難化に伴い、教員の長時間労働が常態化しています。 

〇市内の学校施設の多くは建築からかなりの年数が経過しており、老朽化が進んでいます。 

〇ＩＣＴ環境が整備され、１人１台端末を利用した授業を行っています。 

課
題 

●質の高い教育の推進に向け、教職員の確保・資質向上が必要です。 

●働き方改革の推進や、学校教育支援員等の増員により、教員と子どもたちがふれあう時間を

創出する必要があります。 

●学校施設を計画的に整備し、質の高い充実した教育環境の推進を図る必要があります。 

●ＩＣＴを有効的に利用するためのインフラ整備や校内における環境整備が求められています。 

③ 家庭・地域・学校の連携・協働の推進による地域教育力向上 

現
状 

〇令和５（2023）年度より、全ての学校でコミュニティスクールの取り組みがはじまっています。 

〇授業参観や学校行事など、保護者や地域住民が学校を訪問できる機会を設けています。 

課
題 

●学校だけでなく、家庭や地域を含めた教育力の向上が求められていることから、コミュニティ

スクールをさらに充実させ、地域との連携を深めていく必要があります。 

④ 教育分野におけるＤＸの推進とデジタル社会を担う人材の育成 

現
状 

〇小中学校において1人１台端末を配備し、ＩＣＴの活用による個別最適化された教育の実現を

目指しています。 

〇サービスの質や利便性の向上などが求められており、市民のニーズが多様化・複雑化してい

ます。 

課
題 

●１人１台端末の更新時期が近付いており、端末の整備・活用など GIGA スクール構想に基づ

いた環境整備が求められています。 

●様々な教育分野において、デジタル化による効率化や生産性の向上が求められています。 

 

【施策の方向性】 

①多様な学びに対応した教育の推進 

 ・不登校の対策として、オークルームを中心とした、不登校対策事業の充実を図ります。 

・全ての子どもたちの学習機会確保のための支援を行うとともに、特別支援教育等、多様なニー

ズに対応し、子どもたち一人ひとりの資質・能力を最大限に伸ばす教育を推進します。 

②質の高い教育のための環境整備 

 ・教職員の資質向上や学校評価等に基づく学校運営の充実により、魅力ある学校づくりを目指

します。 

・働き方改革を推進し、教職員の子どもと向き合う時間や教材研究等の時間の確保に努めます。 

・ICT教育推進のため、通信インフラ整備を図り、幅広くICTが活用できる環境整備を進めます。 
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③家庭・地域・学校の連携・協働の推進による地域教育力向上 

 ・子育てに関する学習機会や相談体制の充実を図るとともに、家庭の教育力向上に努め、家庭、

地域、学校が連携・協働する体制づくりを推進します。 

④教育分野におけるＤＸの推進とデジタル社会を担う人材の育成 

 ・GIGA スクール構想の取り組みをさらに推進し、１人１台端末を効果的に活用して、個別最適な

学びや協働的な学びの充実を図るため、更新時期となった１人１台端末の確実な更新を進めま

す。 

・デジタル技術を活用し、市民全てが平等で質の高い教育が受けられる環境整備を行うことによ

り、持続可能（サステナブル）な教育DXの実現を目指します。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

第３次創甲斐教育推進大綱 令和７年度～令和11年度 
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基本目標２ 健やかで心ふれあう安心に暮らせるまち     【福祉・健康】 

 

政策（１）地域共生社会の実現に向けた地域福祉の充実 

 

【目指す姿】 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

生活困窮世帯の子どもの 

学習支援事業への参加率 
23.25％ 25.00％ 30.00％ 

障害者総合支援法に基づく 

障がい福祉サービス受給率 
28.1％ 33.1％ 38.1％ 

生活保護受給者の就労支援による就労率 52.63% 60.00% 70.00% 

 

【現状と課題】 

①地域福祉の推進 

現
状 

〇高齢者のみの世帯・障がいのある人・ひとり親・生活困窮者など、支援が必要な人々の増加に

伴い、既存のサービスや行政の仕組みでは解決できない問題を抱える人も増えてきていま

す。 

課

題 

●複合的な課題を抱える市民や世帯にも対応できる、より円滑で包括的な相談支援体制の整

備が求められます。 

②障がい者福祉の推進 

現
状 

〇障がいのある人は増加傾向にあり、障がいのある人を介護している親・保護者の高齢化も顕

著になっています。また、近年発達障がいのある子どもにも増加傾向がみられます。 

課
題 

●障がいのある人の生活課題や支援ニーズの多様化・複雑化に対応した福祉サービスの充実

が必要とされ、また、障がい者の「親なき後」の生活支援体制の構築が必要です。 

●重症心身障がい児及び医療的ケア児等を支援する体制のほか、障がい児の地域社会への

参加・包容（インクルージョン）を推進する体制整備が求められています。 

③生活保障・自立支援の推進 

現
状 

〇生活に困窮している人の中には、仕事、家族関係等様々な理由により、多様で複合的な課題

を抱えている人もいます。 

〇傷病等を起因とし廃業、離職または就労が困難な人の割合が年々高くなっています。 

課
題 

●生活困窮者が自立した生活を送るため、関係機関が連携し複合的な生活課題を見極め、生

活保護に至る前の対策を推進する必要があります。 

★一人ひとりが手をつなぎ、ぬくもりあふれる福祉のまちの実現を目指します。 
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④自殺防止対策の推進 

現
状 

〇市が実施している自殺防止対策に関する市民の認知度は約３割となり、自殺を本気で考えた

ことがある人が約２割いる状況です（自殺防止対策に関する市民意識調査）。 

課
題 

●自殺防止の取り組みを周知し、地域の様々なつながりによる包括的な自殺対策を推進する必

要があります。 

⑤困難な問題を抱える女性のための支援の推進 

現
状 

〇困難な問題を抱える女性への支援のための関係機関の連携が不十分です。 

○女性が抱える困難な問題は、その人が置かれた環境により複雑化・複合化する傾向があり、

また、女性が声を上げにくい社会的風潮があります。 

課
題 

●困難な問題を抱える女性を支援するための基本計画の策定や支援体制の整備を進める必

要があります。 

●女性が女性であるために困難な状況に陥ることを防ぐための社会づくりが必要です。 

 

【施策の方向性】 

① 地域福祉の推進 

 ・重層的支援体制を整備し、本市に暮らす全ての人が支援の「支え手」「受け手」という関係を超

えてつながり、支え合い、助け合いの輪を広げることで、複雑複合化した問題も市全体がひとつ

のチームとなって一体的な支援を行います。また、デジタル技術を活用した相談体制の整備に努

めます。 

・甲斐市社会福祉協議会と連携し「人と人がつながり安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目

指します。 

② 障がい者福祉の推進 

 ・障がいのある人のニーズにあった施策の展開のため、障がい者団体、甲斐市地域自立支援協

議会、障がい者基幹相談センターなどと相互に連携・協力しながら、相談支援をはじめ障がい

福祉サービスの充実を図ります。 

③ 生活保障・自立支援の推進 

 ・生活保護に至る前のセーフティネット対策の充実を推進するため、自立支援機関と連携し生活

困窮者自立支援制度を活用した包括的な支援体制を整備します。 

・生活困窮世帯等の子どもを対象とした学習支援に取り組み、学習意欲と基礎学力の向上、進

学や将来における安定した就労につなげることで、貧困のない社会を目指します。 

④ 自殺防止対策の推進 

 ・本市における自殺の現状を踏まえ、「高齢者」「無職・失業者」「勤務・経営問題に関する者」の

自殺防止対策に重点的に取り組み、地域におけるネットワークの強化や自殺防止対策を支える

人材の育成等を推進します。 
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⑤ 困難な問題を抱える女性のための支援の推進 

 ・複雑化・複合化した問題を抱える女性に向けて、それぞれの問題に関わる多様な関係部署・関

係機関との連携をより一層深めるとともに、相談者に寄り添った支援を行うための相談支援体

制を整備します。 

・性別によらず誰もが自らの意思や意見を決定・表明できるジェンダー平等社会の実現を目指

し、女性福祉の推進に向けた教育・啓発に努めます。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

第３次甲斐市地域福祉計画 令和４年度～令和８年度 

第３次甲斐市地域福祉活動計画（甲斐市社会福祉協議会） 令和４年度～令和８年度 

第２次甲斐市障がい者計画 平成 29年度～令和８年度 

甲斐市第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画 令和６年度～令和８年度 

甲斐市第２期自殺防止対策計画 令和６年度～令和10年度 

第 4次甲斐ヒューマンプラン 令和３年度～令和７年度 
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政策（２）切れ目のない子ども・子育て支援の充実と少子化対策の推進 

 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

ファミリー・サポート・センター協力会員数 97 人 100 人 100 人 

放課後児童クラブ登録児童数 1,528 人 1,500 人 1,500 人 

 

【現状と課題】 

①婚活・結婚の支援 

現
状 

〇結婚に対する価値観の多様化に伴い、未婚化、晩婚化が急速に進行しています。 

〇結婚に希望を持っているものの「結婚相手にめぐり会えない人」が多いほか、経済的な不安

から結婚に前向きになれない人も増えています。 

課

題 

●結婚を希望する若者に向けた出会いの場の創出が必要です。 

●結婚や新生活などに係る経費に対し、経済的な支援が必要とされています。 

②甲斐市版ネウボラの拡充 

現
状 

〇育児に関する不安やストレスの原因として「育児に自信がない」、「発育について」、「育てにく

さを感じる」等があげられています。 

課
題 

●妊娠、出産、子育てにおいて父親（パートナー）を含め個に寄り添った支援、産後ケア事業や

乳幼児健診の見直し等事業の充実、また、地域の保育園や学校、医療機関等と連携による支

援の充実に努める必要があります。 

③子育て家庭に向けた支援 

現
状 

〇（仮称）篠原地区公園内に子ども体験学習施設の整備を進めています。 

〇放課後児童クラブでは、待機児童「０」を継続し、必要な教室数を確保しています。 

〇ファミリー・サポート・センターでは、協力会員の確保に努めています。 

〇子ども・子育て支援法の一部改正により、３歳から５歳児までの全ての児童に対する保育料の

無償化のほか、低所得者世帯や第２子以降の３歳未満児に係る保育料についても要件を満

たすことで無償化を実施しています。 

課
題 

●子ども体験学習施設において、市民ニーズにあったソフト事業の実施が必要です。 

●放課後児童クラブの登録児童数と利用率に差があることから、利用状況に応じた教室数の

確保が必要です。 

●ファミリー・サポート・センターの協力会員の高齢化に伴う会員の確保が必要です。 

●子育て世帯への就園に係る経済的な負担軽減の拡充が求められています。 

 

 

★子どもたちが健やかで幸せに成長することができる「こどもまんなか」社会の実現を目指します。 

★結婚・出産・子育てに関する多様なニーズに対応した取り組みの推進により、若い世代の結婚や

出産の希望をかなえる環境づくりを目指します。 
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④特別な支援を必要とする子どもたちへの支援の充実 

現
状 

〇様々な状況（虐待の恐れがある、ひとり親家庭、貧困世帯、障がいがある、外国人など）から

特別な支援を必要とする子どもたちへの対応の充実のため、他機関や県等と綿密に連携し、

相談支援体制の整備・強化を図っています。 

〇妊産婦から子育て世代の様々な問題に対して、切れ目のない継続した相談支援を実施する

ため、「こども家庭センター」の整備を進めています。 

課
題 

●子育て家庭を取り巻く環境が大きく変化する中、母子保健と児童福祉の両面からより包括的

で継続的な支援が必要です。 

⑤保育園・幼稚園等の充実 

現
状 

〇保育園等では、待機児童「０」を継続し、必要な利用定員を確保していますが、近年０歳から２

歳児までの保育ニーズが高い状況が続いています。 

〇公立保育園では、様々な保育サービスが提供できるよう、指定管理者制度や民設民営の検討

等、民間活力の導入を推進しています。 

課

題 

●安定した利用定員の確保を推進するためには、保育士不足の解消が必要です。 

●保育園・幼稚園等を利用していない子育て世帯に対し、一時的に児童を預けることができる

場所と環境の整備が必要です。 

⑥幼児教育の推進 

現
状 

〇自己表現や自己肯定感を育む活動（合唱発表会、朝・帰りの会等）を推進しています。 

〇本の読み聞かせ等、子どもの思考力や表現力を養う活動を実施しています。 

〇保育園等における遊びを通じた運動により、基礎体力や運動能力の向上を図っています。 

〇保育園における児童の植物栽培や動物とのふれあいを通し、命の大切さを育んでいます。 

課

題 

●幼児期の終わりまでに育むべき具体的な姿を明確化し、それに向けた教育を実践することが

求められています。 

 

【施策の方向性】 

① 婚活・結婚の支援 

 ・婚活イベントの開催により、出会いの場の創出を継続することで、結婚を希望する若者を応援し

ます。 

・経済的理由で結婚を諦めることがないよう新婚世帯の新生活を応援するとともに、甲斐市版ネ

ウボラと連携を図ることで、結婚・妊娠・出産・子育てについての各段階に対応した切れ目のな

い支援を提供します。 

② 甲斐市版ネウボラの拡充 

 ・妊娠・出産・子育てに対応した、切れ目のない支援提供の拡大を図るとともに、「こども家庭セン

ター」の整備により、妊産婦及び乳幼児の健康の保持・増進に関する包括的な支援、育児不安

や孤立感の解消につながるよう相談支援の充実を図ります。 

・妊娠期からの親支援、産後間もない母子に対しての心身のケアや、育児のサポート等を行う産

後ケアの取り組み等の充実を図ります。 

・乳幼児健診の充実を図り、子どもの健やかな育ちや発達状況を捉え、関係機関との連携を強

化し、就学に向けての支援に取り組みます。 
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③ 子育て家庭に向けた支援 

 ・子どもが様々な体験をし、保護者同士が出会うきっかけとなる「場」の創出に向け、「（仮称）篠

原地区公園内子ども体験学習施設」を整備します。 施設内では、子育て家庭からのニーズが

高い「子どもの一時預かり」を実施するほか、整備予定の「こども家庭センター」と連携した相

談事業、デジタル遊具の導入、子ども向けイベントなどを実施し、子育ての総合拠点となるよう

努めます。また、定期的に講習会等を企画・開催して子育てボランティアの育成を行うなど、地域

全体での子育て環境の向上を図ります。 

・整備予定の「こども家庭センター」及び、「家庭児童相談室」、「子育てひろば」、「子育て支援

センター」等における活動の充実と相互の連携を強化し、子育てに関する知識や技術を習得す

る機会の充実に努めることで、子育てに関する相談体制を充実させていきます。 

・子育てに関する悩みや相談を気軽に行えるオンライン相談窓口を設け、保護者が直接専門家と

つながり、心理的なサポートや情報提供を迅速に行います。 

・放課後児童クラブにおいては、待機児童「０」を継続するとともに必要とする教室の確保に努め

ます。 

・「ファミリー・サポート・センター」において、育児を応援できる人（協力会員）の確保に努めます。 

・経済的負担の大きい低所得世帯や多子世帯の子どもの就園に係る経済的負担の軽減を実施

していきます。 

④ 特別な支援を必要とする子どもたちへの支援の充実 

 ・様々な状況から特別な支援が必要な子どもたちへの対応については、山梨県などとの相談体

制のさらなる充実を図ります。 

・児童虐待については、子どもとその家庭を対象に、地域の実情の把握、相談対応、調査、継続的

支援等を行う「こども家庭センター」を設置し、関係機関との連携強化を図り、子どもや家庭へ

の支援にあたっての適切なアセスメントの実施を推進します。 

・ひとり親家庭に向けた必要な経済的支援を行うとともに、相談体制や情報提供の充実に取り組

みます。子どもの貧困については、ニーズを踏まえた食糧支援、学習支援等を行う支援体制の

整備に取り組みます。 

・障がいを持つ子どもとその家族が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、相談支援の

充実や発達のための支援強化を図るとともに、地域全体で支えるサービス提供体制を構築しま

す。 

・発達が気になる子どもの早期発見につなげるため、関係機関と連携を図り支援の充実に取り

組みます。 

・外国人の子どもに対しても、保護者を含めて安心して暮らすことができるようなコミュニケーショ

ンや育児、教育面の支援を行います。 
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⑤ 保育園・幼稚園等の充実 

 ・保育園・幼稚園等の利用ニーズに対応するため、私立保育園等から認定こども園への移行支

援や、児童人口の推移を見込みながら施設の利用定員の調整や保育士の充足を進め、今後も

保育園の運営を推進します。 

・地域型保育は、現状の需給状況を踏まえ、利用者にとって多様な保育サービスが選択できるよ

うな体制づくりを推進します。 

・令和８年度から新制度として実施される「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」の

運営ができるよう、公立私立ともに連携して児童受け入れの確保に努めていきます。 

⑥ 幼児教育の推進 

 ・絵本の読み聞かせなど本に親しむ機会を提供し、相手の話す言葉を聞こうとする意欲・態度を

身に付け、子どもの思考力・判断力・表現力を養います。 

・基礎体力や運動能力の向上を図るとともに、動物とのふれあいや植物の栽培を通して、生命を

大切にする心の育成を図ります。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

第１期甲斐市こども計画 令和７年度～令和11年度 
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政策（３）高齢者保健福祉の充実 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

介護保険サービスの満足度 75.0％ 78.0％ 80.0％ 

住民（65 歳以上）の幸福度 71.7％ 75.0％ 80.0％ 

※上記達成目標指標に係る調査は３年毎の実施。 

 

【現状と課題】 

①高齢者保健福祉の推進 

現
状 

〇高齢化が進行し、今後ピークを迎える見込みの中、今後力を入れてほしい生活支援策として、

「介護状態にならないための予防」や「健康管理・健康づくり」などがあげられています。（介

護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

課

題 

●本市高齢者の健康課題として、転倒、低栄養の住民が多い傾向にあるため、対策が必要で

す。 

②介護保険事業の充実 

現
状 

〇令和６（2024）年度、地域密着型サービスの２施設を整備し、介護サービスの需要に対応し

ています。また、適正な給付のための各種取り組みを推進しています。 

○関係者間で利用者に関する情報共有を行う際、紙を使ってのアナログ作業を行っています。 

課

題 

●増加が見込まれる介護サービスの需要に対応するため、介護人材確保や施設整備が必要と

されます。 

●今後想定される人材不足に対応するため、関係者間におけるＩＣＴ等を利用した業務の効率

化が求められます。 

③地域包括支援センターの機能と体制の充実 

現
状 

〇地域包括ケアシステムの中心的機関である地域包括支援センターですが、全国的な専門職

不足の影響により、人員確保に苦慮する状況が続いています。 

○要介護者について、家族や様々な職種の関わりにより支援を行っています。 

課

題 

●地域包括支援センターが取り扱う相談支援やケアプラン作成は増加傾向にあり、機能や体制

の強化が必要です。 

●市役所への来庁が困難な相談者への対応や、関係者間での迅速な情報共有を行う必要が

あります。 

 

 

  

★人生 100 年時代を見据え、介護予防の取り組みや認知症への理解の促進、必要な介護サービス

の提供などにより、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちを目指します。 
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【施策の方向性】 

① 高齢者保健福祉の推進 

 ・地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、介護予防や健康づくり、認知症になっても住みや

すい地域づくり、気軽に集える居場所づくりへの支援などの取り組みを行います。 

・高齢者の特性を踏まえ、生活習慣病などの重症化予防や、デジタル技術等も活用した生活機

能低下防止の取り組みを一体的に実施することで、健康寿命延伸や高齢者の幸福度向上を目

指します。 

② 介護保険事業の充実 

 ・地域密着型サービスで必要となる量を見極めて提供することにより、住民が望む様々な介護サ

ービスの需要に対応するとともに、介護保険サービス満足度の向上を目指します。 

・介護情報基盤のデジタル化を進め、オンラインでの情報共有や効率的なサービス提供体制の

確保に取り組みます。 

③地域包括支援センターの機能と体制の充実 

 ・地域包括支援センターの機能と体制の充実を図るため、効果的・効率的な方法について、民間

事業者への委託を含め、実現の可能性を検討します。また、引き続き相談支援やケアプラン作

成、介護予防活動などを行い、地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組みます。 

・広く利用されているウェブ会議システム等を活用し、地域包括支援センターの相談体制拡充に

取り組みます。 

・ＩＣＴの活用によって、介護する人の負担軽減や、関係者間の情報共有の質向上を目指します。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

甲斐市第10次高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業

計画 
令和６年度～令和８年度 
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政策（４）健康づくり活動と医療体制の充実 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

健康診査の受診率（年間） 50.94% 53.00% 53.00% 

総合健診における大腸がん検査の 

精密検査受診率 
59.50% 65.00％ 65.00％ 

特定健診の受診率（国保） 50.79% 60.00％ 60.00％ 

 

【現状と課題】 

①生活習慣の改善、生活習慣病の発症・重症化予防 

現
状 

〇ライフステージごとに異なる生活習慣の課題がみられる中、全体として十分な睡眠時間をとれ

ていない人、また健康リスクを高める量の飲酒をしている人が多くなっています。 

〇大腸がん検診の精密検査受診率が、他のがん検診に比べて低い状況です。 

〇健康診査の実施には長期間、多数の人員の確保が必要とされる中、全国的な専門職（保健

師）不足により、健康診査業務における人員不足が懸念されています。 

課

題 

●日頃から健康を意識した生活習慣を身に付ける「一次予防」のためのさらなる普及啓発が

必要です。 

●健康診査や各種がん検診の受診、早期発見、早期治療などを促進し、市民一人ひとりが疾

病の「二次予防」に取り組みやすくなるような支援が必要です。 

●人員確保が懸念される中、健康診査を継続して実施していくには、業務の民間委託等の健診

の体制整備の検討が必要です。 

  

★市民一人ひとりが、日頃から健康を意識した正しい生活習慣を身につけるとともに、体調の変化や

がん等の疾病の早期発見のために定期的な健康診査の受診を促すことで、市民の疾病の重症化

予防を目指します。 

★健康診査により、被保険者が自分の健康状態を理解することで、適正な医療機関等の受診を促

し、医療費の抑制を目指します。 
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②地域医療の充実 

現
状 

〇新型コロナウイルス感染症の５類移行により患者数はコロナ禍前の状況に戻りつつあります。 

〇初期救急医療センターの開設により、準夜帯（18 時から 23 時）の医療体制が整備されまし

たが、深夜帯（23 時以降）の初期救急については、二次救急病院に対応を依頼している状況

です。 

〇救急医療体制は、市内で医療圏が２つに分かれており、それぞれ対応が異なる状況です。 

〇災害時の医療体制に関する地元医師会との協定の締結により、医療救護活動時の関係医療

機関との連携や情報共有を図る体制が整備されています。 

課

題 

●新型コロナウイルス感染症収束後も不要不急の受診を抑制し、地域医療の適正利用を推進

するため、かかりつけ医の推奨等の周知啓発に努める必要があります。 

●医師の高齢化や働き方改革の影響により厳しい状況にある地域医療の運営が、二次救急病

院のひっ迫につながらないためにも、全県における救急医療体制のさらなる整備が必要で

す。 

●医療圏の一本化による市民の利便性等の向上が必要です。 

●平時から連絡体制や救護活動内容について確認しておく必要があります。 

③保健事業の適正な運営（国民健康保険） 

現

状 〇特定健診・特定保健指導の受診率向上のため、受診勧奨を年齢階級ごとに行っています。 

課

題 

●受診率が特に低い 40 歳代～50 歳代男性に向けた健康意識の啓発や積極的な受診勧奨

が必要です。 

 

【施策の方向性】 

① 生活習慣の改善、生活習慣病の発症・重症化予防 

 ・食事や運動など健康づくりのための正しい知識の普及と個々の状況に応じた生活習慣の改善

及び定着の促進に取り組みます。 

・疾病予防や重症化予防の支援強化に取り組むとともに、健康診査後のフォロー体制を強化しま

す。 

・健康診査業務において民間業者への委託等も含め、健康診査の体制整備を検討します。 

② 地域医療の充実 

 ・医療が必要な時は、まずかかりつけ医に相談・受診するという体制を浸透させ、市民に地域医

療の適正な利用を啓発します。 

・救急医療体制については、市民の利便性、負担軽減のため、中巨摩広域と峡北広域の医療圏

の一元化をはじめとし、電話相談や医療機関案内を統合して行える連絡体制の整備について、

引き続き県及び医師会と連携し取り組んでいきます。 

・災害時の医療救護体制について、地元医師会と連携を図ります。 
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③ 保健事業の適正な運営（国民健康保険） 

 ・「甲斐市国民健康保険第３期データヘルス計画・第４期特定健康診査等実施計画」に基づき、

保健事業を実施します。 

・特定健康診査・特定保健指導の実施率を向上させることで被保険者の生活の質（ＱＯＬ）の維

持・向上、健康寿命の延伸、その結果としての医療費適正化を図ります。 

・ハイリスク者への個別の受診勧奨等により、糖尿病及び糖尿病性腎症の重症化を予防し、糖尿

病を起因とする新規透析導入を予防します。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

甲斐市第４次健康増進計画・第３次食育推進計画 令和６年度～令和12年度 

甲斐市国民健康保険第３期データヘルス計画・第４期特定 

健康診査等実施計画 
令和６年度～令和11年度 
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基本目標３ 美しい景観と快適で安全な都市機能を築くまち 

【都市・建設・交通・防災】 
 

政策（１）緑豊かで良好な景観と持続可能な都市づくりの推進 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

景観重要樹木等の指定 2 か所 4 か所 6 か所 

都市計画区域内の人口の割合 97.2% 97.4% 97.6% 

 

【現状と課題】 

①景観・都市づくりの推進 

現
状 

○竜王駅南北駅前広場の“ケヤキとクスノキ”（令和４（2022）年）、塩崎駅北口駅前広場の

“約束のさくら”（令和６（2024）年）を景観重要樹木に指定したほか、「私が好きな甲斐市

の景色」の募集等により景観のＰＲに取り組んでいます。 

課
題 

●新山梨環状道路（北部区間）における（仮称）甲斐ＩＣや、リニア中央新幹線山梨県駅をつな

ぐ(市)竜王田中線周辺の整備推進により予測される市内大規模施設の建設に備え、景観を

保全するための基準の見直しを図る必要があります。 

②コンパクトシティの形成 

現
状 

〇市街化区域や用途地域内で宅地化の進行がみられるほか、双葉地区の北部（用途地域外）

の山際や東部においても住宅用地の割合が高く、郊外への市街化が進行しています。 

〇市内にはＪＲ中央本線の竜王駅と塩崎駅が運行し、多くの人に利用されています。公共バス

は、竜王駅を中心に敷島・双葉の拠点間を結び、公共交通全体のカバー率は 70％を超えて

おり、概ね市街化区域や用途地域内をカバーしています。 

課
題 

●近年の住宅市街地の開発や大型商業施設の郊外立地などの影響で、都市機能が拡散する

傾向にあり、今後は市街地における空き家・空き店舗の増加や、道路・下水道等都市施設の

維持に係る財政負担が懸念されています。 

 

 

 

 

 

★「コンパクト・プラス・ネットワーク型」のまちづくりへの転換を図りながら、景観の保全に配慮した適

正な土地利用と拠点地域の整備を推進することで、誰もが安心して快適に過ごすことができる都

市環境の形成を目指します。 

★水と緑の保全により良好な景観を形成し、花と緑あふれる「ガーデンシティ・甲斐」の実現を目指し

ます。 
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③適正な土地利用と拠点地域の整備 

現
状 

○「甲斐市都市計画マスタープラン」（令和４（2022）年）の改定により、都市拠点、地域拠点、

準地域拠点を位置付け、バランスのとれた土地利用の推進を図っています。 

○木質バイオマスを活用した甲斐双葉発電所や新山梨環状道路（北部区間）「（仮称）甲斐Ｉ

Ｃ」周辺を「ゼロカーボンモデル事業取組拠点」として位置付け、環境にやさしいまちづくりの

モデル事業を推進する土地利用を進めています。 

課
題 

●「（仮称）甲斐ＩＣ」整備予定地周辺における人口や都市機能の無秩序な拡散を抑制するとと

もに、優良農地や優れた自然環境を適切に保全していくため、都市計画制度を活用した適切

な土地利用を検討する必要があります。 

④緑化の推進 

現
状 

〇年２回の市内花壇等の植花活動や市民に対する寄せ植え教室等を実施することで、緑化の

推進を図っています。 

課
題 

●協議会に入っている構成団体の高齢化が進行しています。 

 

【施策の方向性】 

①景観・都市づくりの推進 

 ・新山梨環状道路（北部区間）やリニア中央新幹線の道路整備に伴う工場等の需要の増加に

伴う大規模施設の開発・建築行為に対し、景観計画に基づき適切な誘導を行い、魅力あふれる

景観の維持・向上に取り組んでいきます。 

②コンパクトシティの形成 

 ・「甲斐市都市計画マスタープラン」「甲斐市立地適正化計画」に基づく取り組みを推進するとと

もに、利便性の高い市街地への生活サービス機能の集約と、地域・拠点間を機能的に結ぶ公共

交通ネットワークの形成など、都市機能がコンパクトに集約した将来にわたって持続可能な都市

づくりに取り組んでいきます。 

③適正な土地利用と拠点地域の整備 

 ・新山梨環状道路（北部区間）及び（仮称）甲斐ＩＣ予定の周辺区域について、都市計画区域外

へ拡大される無秩序な開発を抑制するための準都市計画区域の導入について県に要望するな

ど、適正な将来像を見据えた土地利用を検討します。 

・「ゼロカーボンモデル事業取組拠点エリアビジョン」の施策を推進し、地域の核となる温泉施設

と農産物直売所の複合再整備を検討するとともに、脱炭素エリアと連携したブランディングに取

り組み、地域の魅力向上を図ります。 

・賑わいのある交流拠点の形成に向け、山梨県緑化センター跡地を活用して整備する（仮称）篠

原地区公園内に、子育て支援や学びの場としての「子ども体験学習施設」を整備します。 

④緑化の推進 

 ・地域住民、事業者と連携した緑化を今後とも推進するとともに、景観形成、環境保全活動、優良

農地の保全等、他分野の事業や活動との連携を進めていきます。 

・「ガーデンシティ・甲斐」の実現に向けて植花活動を行う団体への支援を行うとともに、寄せ植

え教室の実施やＳＮＳでの情報発信を通じて、花と緑あふれるまちを推進していきます。 
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【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

甲斐市景観計画 平成 27年度～ 

甲斐市都市計画マスタープラン 平成 20年度～令和 12年度 

甲斐市立地適正化計画 令和６年度～令和12年度 

甲斐市緑の基本計画 平成 21年度～令和 10年度 
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政策（２）快適な住環境の整備 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

１人当たりの都市公園面積 7.2 ㎡/人 7.8 ㎡/人 8.0 ㎡/人 

上水道の基幹管路耐震化率 88.40% 94.80 % 100.00% 

公共下水道の重要管路耐震化率 77.22% 78.20% 82.10% 

管理不全空家等の除却件数 11 件 45 件 75 件 

 

【現状と課題】 

①公園の整備 

現
状 

○「甲斐市パークマネジメントプラン」（令和６（2024）年度）を策定しています。 

〇島上条公園、竜王中部公園、やはた公園は、避難生活に必要な設備などの災害に備えた防

災公園として整備されています。 

課
題 

●公園整備を進める中で、防災機能のさらなる拡充が必要とされています。 

②公営住宅の整備 

現
状 

○耐用年数を超過している住宅や旧耐震基準で建設された住宅の、維持管理や耐久性の向

上等を推進しています。 

課
題 

●公営住宅ストックについては、適切な建て替えや改善が必要とされる中、限られた財源で効

率的・効果的な住宅政策の推進を図る必要があります。 

③空き家の適正管理と利活用の推進 

現
状 

○社会・経済情勢の影響により住まいづくりを取り巻く環境が大きく変化する中、「空き地や空

き家の増加」について、不安を抱える市民が多くなっています（市民アンケート、ワークショッ

プ）。 

課
題 

●空き家の実態把握と適正な管理を行い、有効活用と老朽化する住宅の再生等によるストック

活用と居住水準の向上が求められます。 

  

★子どもから高齢者まで、全ての世代が交流・協働し、地域のコミュニティを育むことできる安心・安

全・快適な公園、住環境が整備されたまちを目指します。 

★上下水道については、安全で安心な水の安定供給及び快適な生活環境、災害に強い施設づくり

などを実現した、良好な水環境の整備を目指します。 
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④上水道の経営・整備 

現
状 

○利用者の節水意識の高まり等により、料金収入が減少する中で、老朽化等に伴う施設・管路

の更新工事が増大しています。 

〇自然災害等の不測の事態に備えて水道管等の耐震化を進める必要があります。 

課
題 

●将来にわたり持続可能で安定した事業経営が行えるよう、計画的に経営の健全化を図る必

要があります。 

⑤下水道の経営・整備 

現
状 

○下水道整備率の向上を目指し、管路の整備や耐震化事業等を進めていますが、財源確保が

厳しい状況となっています。 

課
題 

●安定して持続可能な事業経営が行えるよう、国の補助金等の有効活用や整備コスト等の抑

制により、計画的に経営の健全化を図る必要があります。 

 

【施策の方向性】 

①公園の整備 

 ・「甲斐市パークマネジメントプラン」に基づき、市民ニーズの把握や、協働の観点からの賑わい

創出と利便性向上を図るとともに、公園を活用した市の新たな魅力発信に取り組みます。 

・既存の公園・緑地、また新たに整備する公園は、地域住民の理解と協力のもと、必要に応じて機

能の更新を図り安全性の確保に努めるほか、高齢者等に配慮したバリアフリー化を推進する

等、利便性の向上を図ります。 

・各公園への防災機能の拡充について検討を継続するとともに、防災公園以外の公園にも防災

設備を整備することで、新たな防災公園や一次避難地としての位置付けを図ります。 

・山梨県緑化センター跡地を活用して整備する（仮称）篠原地区公園では、既存施設の機能・役

割を継承しつつ、子育て支援や学びの場としての「子ども体験学習施設」を核とし、多様な人が

安心して利用できる公園の整備を行います。 

②公営住宅の整備 

 ・老朽化が進む市営住宅を将来にわたって継続的に提供していくため、「甲斐市住宅マスタープ

ラン」及び「甲斐市営住宅長寿命化計画」に基づく管理戸数の最適化を図り、修繕・用途廃止・

建て替え等の整備を計画的に行います。 

・「だれもが安全で安心して暮らせる住宅セーフティネットの構築」を目指し、福祉施策とも連携

を図りながら、公営住宅の安定的な供給、適正入居の促進を図ります。 

③空き家の適正管理と利活用の推進 

 ・「甲斐市空家等対策計画」に基づき、空き家・管理不全空家等の発生抑制に向けた対策のほ

か、特定空家等への対応や空き家等の利活用の取り組みを進めていきます。 

・「甲斐市空家等対策計画」については、国の空き家対策の動向、社会・経済情勢の変化等を踏

まえ必要に応じて見直しを行い、有効な対策を計画し推進していきます。 

・９市１町から形成している「やまなし県央連携中枢都市圏」の共通課題である空き家対策の推

進について、各市町と連携して積極的に取り組み推進していきます。 
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④上水道の経営・整備 

 ・「甲斐市第２次水道ビジョン」や「甲斐市水道事業経営戦略及びアセットマネジメント計画」に

基づいた経営の健全化に取り組みます。 

・基幹管路については、災害時指定避難所等への管路を中心として、管路耐震化を実施します。 

・老朽管については、マッピングデータ（管路台帳）等を用いて更新管路の優先度を設定し、計画

的に工事を実施します。また、耐用年数を超えた機械・電気設備等についても更新を実施しま

す。 

⑤下水道の経営・整備 

 ・経営基盤の強化等を図るため、公営企業会計として事業経営に取り組んでおり、整備コストの

抑制やし尿処理事業との統合などを推進し、経営の健全化に取り組みます。 

・啓蒙活動等の実施により、公共下水道への接続率向上を図ります。 

・良好で快適な生活環境を創造するため、「社会資本総合整備計画」により、下水道整備の推進

や重要管路の耐震化を実施します。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

甲斐市緑の基本計画 平成 21年度～令和 10年度 

甲斐市パークマネジメントプラン 令和７年度～令和12年度 

甲斐市住宅マスタープラン 令和６年度～令和15年度 

甲斐市営住宅長寿命化計画 令和６年度～令和15年度 

甲斐市空家等対策計画 令和７年度～令和11年度 

甲斐市第２次水道ビジョン 平成 28年度～令和７年度 

甲斐市水道事業経営戦略及びアセットマネジメント計画 平成 29年度～令和８年度 

社会資本総合整備計画（下水道整備の推進） 令和６年度～令和10年度 
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政策（３）計画的な道路・交通環境の整備 

 

【目指す姿】 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

道路幅員が４ｍ未満の市道の割合 18.9％ 18.0％ 17.0％ 

市の運行する公共交通利用者数 30,739 人 32,000 人 37,000人 

 

【現状と課題】 

①幹線道路の整備促進 

現
状 

○「第２期甲斐市道路整備計画」（令和５（2023）年度）を策定し、計画的な整備を推進して

います。 

課
題 

●幹線道路、生活道路については、災害時の安全確保も含めた整備の推進が必要です。 

②生活道路の整備 

現
状 

○地区要望等により、計画的な整備を推進しています。 

課
題 

●生活道路については、災害時の安全確保も含めた整備の推進を、地域住民の理解を得なが

ら実施することが必要です。 

③歩行環境の整備 

現
状 

○幹線道路の歩道整備について積極的に進めていますが、道路幅員が狭く、十分な歩道整備

ができていない路線があります。 

課
題 

●道路側溝の改修などによる幅員確保や段差の解消により、誰もが安全で快適に利用できる

歩行環境の整備が必要です。 

④持続可能な公共交通の提供 

現
状 

○公共交通の利用促進に向けて、市民バスの運行や不採算路線への補助のほか、ＡＩオンデマ

ンド交通や自動運転の実証運行を実施しています。 

〇年齢が上がるにつれて、「バス等の公共交通の縮小・廃止」に不安を覚える市民が多くなって

います（市民アンケート）。 

課
題 

●高齢化のさらなる進行を見据え、交通弱者に向けた移動手段の確保が求められています。 

 

 

  

★安全で快適な道路交通環境が整備され、市民、事業者、行政の共創による持続可能な公共交通

が確保されたまちを目指します。 
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【施策の方向性】 

①幹線道路の整備促進 

 ・主要な幹線道路については、関係機関との調整や地域住民の理解と協力のもと、道路の危険

個所の改良により安全な歩行空間の確保を図るなど、沿線と一体となった整備を行い、安心安

全な居住環境の形成を図ります。 

・都市計画道路の持続的な整備を推進する一方、長期にわたり未整備となっている都市計画道

路については、近隣市とも連携を図りながら、地域の状況変化や将来交通需要を見極め、整備

方針を検討します。 

②生活道路の整備 

 ・市民の生活環境の向上や本市の均衡ある発展と一体感のあるまちづくりを目指し、４ｍ未満の

狭あい道路については、地域住民の協力により、誰もが安心して利用できる道路環境の整備を

促進します。 

・「甲斐市橋梁及び大型カルバート長寿命化修繕計画」に基づくアセットマネジメント手法の導

入等により、橋梁の老朽化にも対応した効率的な管理を推進します。 

③歩行環境の整備 

 ・交通安全に配慮した歩道の整備や段差解消などによる歩行空間の形成、バリアフリー化の推

進等による乳幼児から高齢者まで安心して生活できる歩行環境を整備するとともに、幹線道路

の無電柱化を進め、防災面での強化を図ります。 

④持続可能な公共交通の提供 

 ・交通空白地帯・不便地帯の解消や交通弱者の移動手段の確保に努めるため、AI やＥＶ（電気

自動車）を活用したオンデマンドバスや自動運転バスの実証運行を行うとともに、交通事業者と

の連携した持続可能な公共交通の整備に取り組みます。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

第２期甲斐市道路整備計画 令和６年度～令和12年度 

甲斐市地域公共交通計画 令和７年度～令和11年度 

甲斐市橋梁及び大型カルバート長寿命化修繕計画 令和６年度～令和15年度 
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政策（４）災害に強く安心安全なまちづくりの推進 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

防災対策研修等自治会参加率 74.30% 87.0% 90.00% 

防災訓練参加率（安否確認訓練参加者） 56.3％ 65.0％ 75.0％ 

交通事故発生件数（年間） 217 件 210 件以下 200 件以下 

 

【現状と課題】 

①災害対策や防災・減災対策の推進 

現
状 

○「甲斐市国土強靭化地域計画」の策定、「甲斐市洪水ハザードマップ」及び「甲斐市地域防

災計画」を改訂するとともに、他市町と災害時相互応援協定を締結し、災害時の広域的な連

携の強化を図っています。 

〇継続的な備蓄の推進や防災行政無線の定期的な整備を行う等、平時から自然災害に備える

ための総合的な対策を推進しています。 

〇地域防災リーダー養成講習会を毎年実施することで、防災リーダーが増えています。 

〇消防団の処遇改善や計画的な消防車両等の整備を進めるとともに、消防団員の技術の向上

を図っていますが、高年齢化等により、団員数が減少しています。 

課
題 

●「自助」「共助」「公助」に沿った防災意識の向上やわかりやすい防災情報の発信等、災害時

における被害の防止・軽減に向けた取り組みを推進する必要があります。 

●防災リーダーが増加している一方、自主防災組織の設立促進や強化につながっておらず、地

域の防災力強化に向けた対策が必要です。 

●消防団活動に対する理解促進を図り、新たな団員を確保する必要があります。 

②防犯体制の充実 

現
状 

○甲斐警察署の運用開始（令和３（2021）年）、敷島交番の開所（令和５（2023）年）により、

即応体制の強化や犯罪抑止につながっています。 

〇夜間暗い通勤・通学路における防犯灯の設置や学校と連携した青色防犯パトロールの巡回

も市内の犯罪抑止に寄与しています。 

課
題 

●市民・地域・警察・行政・その他関係団体それぞれが、犯罪を防止する主体となり、連携を強

めることで、犯罪を未然に防ぐことが必要です。 

●振り込め詐欺などの特殊詐欺やインターネット・ＳＮＳなどを悪用した犯罪は、手口が多様化・

巧妙化していることから、被害に遭わないための対策が必要です。 

★山間部や河川、農林業施設等における防災・減災対策を推進するとともに、いかなる自然災害が

発生しようとも、市民の生命を守り、地域経済への被害を最小化して、迅速に回復できる、災害に

強く安心して暮らせる社会の構築を目指します。 

★防犯・交通安全意識の普及・啓発や、防犯体制の強化及び交通安全施設整備の充実が進み、誰

もが安心安全に暮らすことができる社会の構築を目指します。 
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③交通安全対策の推進 

現
状 

〇交通安全運動期間中における啓発活動を、交通安全関係団体の協力を得ながら実施してい

ます。 

〇交通安全教室により、幼児・小学生低学年への交通安全意識の普及啓発を行っています。 

課
題 

●交通安全に関する普及啓発の推進とあわせて、交通事故を抑止するための取り組み強化が

必要です。 

④治山・治水対策の推進 

現
状 

〇河川や水路の増水により住宅地での浸水や冠水の恐れがあるとともに、山間部では土石流

や急傾斜地崩壊など山地災害の発生が懸念されています。 

課
題 

●洪水ハザードマップ及び土砂ハザードマップ等による危険個所の市民への周知が必要です。 

●市内の危険個所の把握に努めながら、土石流などの災害の発生が懸念される個所について

は、関係機関と協議のうえ、整備を進めていく必要があります。 

⑤農林業施設の防災・減災の推進 

現
状 

〇地域の農業活動に不可欠である農林業施設（農業用水路、農林道、溜池など）は、老朽化や

設計の古さ、防災・減災対策の遅れから自然災害に対する脆弱性が増しており、近年の異常

気象の頻発化により、被害の拡大が懸念されています。 

課
題 

●老朽化の進む農林業施設の改修や迅速な復旧作業を推進するとともに、災害発生時の影響

を最小限に抑えるための対策が必要です。 

⑥雨水対策の推進 

現
状 

〇近年、集中豪雨等による、道路冠水、内水浸水などの被害が頻発しています。特定の地域に

おいては、地形的な要因もあり、浸水被害の解消が困難な状況にあります。 

課
題 

●市内全域における溢水が重要課題となっており、内水浸水の抜本的な解消に向けた雨水対

策事業を実施するためには、現行の「甲斐市公共下水道事業全体計画」に、新たに雨水事

業を加えた全体計画を策定する必要があります。 
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【施策の方向性】 

①災害対策や防災・減災対策の推進 

 ・「甲斐市国土強靭化地域計画」及び「甲斐市地域防災計画」に基づき、災害に強く安心安全

に暮らすことができる社会の構築に向けた取り組みを推進します。 

・災害危険区域や避難場所の周知、避難ルートを多言語で一元化するなど、防災ＤＸを活用した

情報共有体制を構築し、迅速な防災活動の支援に取り組みます。 

・指定避難所への給水や施設の環境整備を図るとともに、防災行政無線設備や備蓄食糧、資機

材などの整備を行います。 

・自主防災組織については、各自治会に「自助・共助」の必要性を啓発し、設立を促進するととも

に、マニュアルやハザードマップ等を活用して市民の防災意識の高揚を図ります。 

・消防団の施設等の機能強化を図るとともに、ＰＲ動画を活用した団員募集を行うなど、若年者を

含む団員確保に努めます。 

・消防団員のドローン操縦育成を図り、火災及び土砂災害等の迅速な被害確認や情報収集な

ど、災害対策に有効となる活用を進めます。 

②防犯体制の充実 

 ・市民・地域・警察・行政が一体となった防犯意識の普及・啓発により、一人ひとりの防犯意識の

向上に努めます。 

・防犯パトロールの実施や防犯灯（ＬＥＤ灯）、防犯カメラの設置を進め、地域における防犯体制

及び施設の充実を強化します。 

・近年、特に高齢者を狙った特殊詐欺やインターネットを利用した悪質商法が巧妙化する中で、

犯罪被害を未然に防止するための情報発信をするとともに、関係機関と連携し、被害に遭わな

いための対策を強化します。 

③交通安全対策の推進 

 ・市民・地域・警察・行政が一体となった交通安全意識の普及・啓発の強化による、子どもや高齢 

者などの交通弱者に重点を置いた交通安全指導を推進するほか、交通安全施設整備の充実

を進めることで、交通事故防止を図っていきます。 

・交通安全関係団体と連携した啓発の推進や、自転車用ヘルメットの着用を促進することで、自

転車利用者の交通安全意識の向上に取り組みます。 

④治山・治水 

 ・地域住民とともに、山間部での土石流や急傾斜地崩壊などの起こりうる危険個所の発見に努

め、山地災害の発生を未然に防止するとともに、堰堤（砂防ダム）工事の実施等について関係

機関との協議を行いながら治山対策を進めます。 

・地域住民の要望等を集約し、河川・水路の改修や維持管理の強化を図るとともに、洪水対策に

ついても国や県などと連携して対策を進めます。 

⑤農林業施設の防災・減災の推進 

 ・主要な農林業施設（農業用水路・農林道・溜池など）における地震・集中豪雨等による災害の

未然防止や、地域住民の生命・財産への被害の軽減を図るための、総合的な防災・減災対策を

実施します。 
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⑥雨水対策の推進 

 ・市街地では、集中豪雨等による道路冠水や内水浸水などの被害が頻発し、溢水する個所が確

認されていることから、現行の甲斐市公共下水道事業全体計画に雨水事業を追加した計画を

策定し、より効果的な浸水被害等の解消及び軽減対策に取り組みます。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

甲斐市地域防災計画 令和４年度～ 

甲斐市国土強靭化地域計画 令和４年度～令和８年度 

甲斐市交通安全計画 令和３年度～令和７年度 

甲斐市公共下水道事業雨水全体計画 令和８年度～ 
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基本目標４ 自然と生活が調和した環境を築くまち        【環境】 
 

政策（１）自然環境と生活環境の保全 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

生活排水クリーン処理率 90.96% 96.60% 99.40% 

公害苦情のうち指導改善した割合 87.30% 89.68% 92.06% 

環境学習イベント参加人数 85 人 260 人 300 人 

 

【現状と課題】 

①自然保護・自然環境の保全 

現
状 

○水資源の涵養や景観の保全等、地域の自然を守るうえで様々な役割を果たしている北部の

森林地帯では、近年、大規模な太陽光発電設備の設置による森林開発や林業の低迷により

山林の荒廃が進んでおり、森林環境に変化がみられます。 

〇植物の生態系に大きな影響を及ぼす特定外来生物の生息域が拡大しています。 

課
題 

●森林開発地における従前の森林機能の確保及び間伐材を含めた未利用資源の活用による

森林整備の必要があります。 

●健全な生物多様性の確保に向けて、外来種などによる被害の防⽌等に配慮する必要があり

ます。 

②水環境の保全 

現
状 

○市内の河川は、日常生活や事業活動に起因する水質環境への負荷はありますが、生活環境

及び人の健康保護に係る環境基準項目については、環境基準を満たしています。 

課
題 

●良好な生活環境を保全するための啓発活動を行い、生活排水等について適切な処理方法を

周知する必要があります。 

  

★市民・事業者・行政が協働して環境活動に取り組むことで、豊かな自然環境及び水環境が保全さ

れたまちを目指します。 

★公害等の防止や環境美化に市民が主体的に取り組むことで、良好な生活環境が保全されたまち

を目指します。 
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③公害等の防止 

現
状 

○公害等について、事業所や日常生活から発生する水質汚濁、悪臭、騒音のほか、近年では、

野焼きやごみの不法投棄、空き地・空き家に繁茂する雑草等に関する苦情相談が多く寄せら

れています。 

〇犬や猫などのペットの飼育に関する相談・苦情が増加し、特に猫(飼い猫、飼い主のいない猫)

の適正飼育等について意見が多く寄せられています。 

課
題 

●継続的な環境測定による環境基準値の遵守指導及び土地の所有者等に対して適切な管理

指導、不法投棄防止のための監視強化を進めていく必要があります。 

●飼い猫、飼い主のいない猫の適正飼育や繁殖抑制の対策、啓発を行う必要があります。 

④環境美化活動の推進 

現
状 

○自治会が実施している環境美化・清掃活動を推進するため、活動への支援を行っています。 

課
題 

●多くの市民が環境美化活動に取り組み、効率的・効果的に成果を上げるための活動を推進

する必要があります。 

⑤環境保全意識の醸成 

現
状 

○環境に対する意識の醸成を図るため、環境副読本を作成し、市内の小学校に通う小学５年生

に配布しています。 

〇市民を対象にした環境講座、環境ツアーなどを企画・実施しています。 

課
題 

●環境保全意識の醸成に資する環境に関する情報の提供や環境講座、環境ツアーなどの企画

を充実させていくことが必要です。 

 

【施策の方向性】 

①自然保護・自然環境の保全 

 ・県と連携した発電事業者への適切な監視及び指導を行うとともに、森林環境譲与税を活用し

た森林経営管理制度により、手入れのされていない森林の適正な管理や、間伐材等の利活用

など森林資源の循環利用を促進します。 

・特定外来生物による生態系等に係る被害発生の状況等の実情に応じた特定外来生物の被害

防止に努め、既存生態系の保全を推進していきます。 

② 水環境の保全 

 ・公共下水道等の普及による河川の水環境向上に努めるとともに、定期的に行う地下水等の検

査結果を踏まえ、総合的な水環境保全の取り組みを推進していきます。 
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③公害等の防止 

 ・良好な生活環境を保全するため、環境測定による監視体制を強化するとともに、公害防止に関

する環境規制基準の遵守を指導し、公害の防止に努めます。また、公害苦情への迅速な対応、

不法投棄の監視強化をするとともに、野焼き及び空き地・空き家管理については、不具合発生

後の指導のほか未然防止に対する啓発活動を推進していきます。 

・犬や猫等ペットの適正飼育については、ＮＰＯ法人や県関係機関などと協力する中で、飼育指

導や譲渡制度の利用等を周知し、快適な住環境の維持に努めます。また、飼い主のいない猫に

関しては、「TNR 活動(飼い主のいない猫を捕獲し、不妊・去勢手術を行い地域に戻す取り組

み)」を推進するため、クラウドファンディングの有効活用を図ります。 

④ 環境美化活動の推進 

 ・自治会が中心に実施する環境美化・清掃活動への支援を行い、市民協働による環境美化活動

を推進していきます。 

⑤ 環境保全意識の醸成 

 ・市内小学校に配布する環境副読本の充実に努め、環境に対する意識の向上を図ります。 

・体験型の環境講座、親子環境ツアーなど市民参加型のイベントを企画・実施して、環境保全意

識の啓発を図ります。 

・市内の循環型施設への市民参加型見学ツアーを企画し、環境に対する意識の向上を図ります。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

第２次甲斐市環境基本計画 令和４年度～令和12年度 

第２次甲斐市バイオマス産業都市構想 令和７年度～令和 16年度（予定） 

甲斐市バイオマス活用推進計画 令和４年度～令和12年度 

 

 

 

 

 

  



81 

政策（２）循環型社会の形成 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

家庭系ごみのリサイクル率 14.5% 19.0％ 19.2％ 

１人１日当たりの家庭系ごみの排出量 

(資源物を除く) 
536.1ｇ 518ｇ 503ｇ 

 

【現状と課題】 

①リサイクルの推進 

現
状 

○従来の資源物の回収のほか平成30（2018）年度から古布回収をはじめるなどリサイクルの

推進に努めています。 

課
題 

●ごみの分別によるさらなる資源物の回収の推進ほか、ごみ減量化に向けた「不要なものは買

わない(リフューズ)」、「ごみを減らす（リデュース）」、「繰り返して使用する（リユース）」につ

いて、情報発信をする必要があります。 

②食品廃棄物の有効利用 

現
状 

○市立保育園・小中学校・給食センターなどから排出される給食残渣に加え、令和３（2021）

年度から一般家庭から排出される食品廃棄物を受け入れて液肥化し、希望者に配布してい

ます。 

課
題 

●一般家庭から排出される食品残渣の受け入れを増やし、ごみの減量化を図る必要がありま

す。 

③バイオマスの活用 

現
状 

○「甲斐市バイオマス活用推進計画」に基づき、生ごみの液肥・堆肥化や廃食用油の燃料化等

の取り組みを行っています。令和５（2023）年 11 月、木質バイオマス発電所（甲斐双葉発電

所）の商業運転が開始され、剪定枝等の木質バイオマスの利用について検討しています。 

課
題 

●未利用材、剪定枝等の燃料利用のためのバイオマス証明書の発行等体制の整備等事業者

との協議・検討が必要であります。 

 

 

 

 

 

 

★４Ｒ（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）の推進により、循環型社会の形成を目指します。 

★バイオマスを利活用して地域活性化や持続可能なまちづくりを推進する「バイオマス産業都市」の

構築を目指します。 
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【施策の方向性】 

①リサイクルの推進 

 ・市民に対し、従来の情報発信のほかアプリケーションなどを使用したごみの分別に関する情報

発信を実施し、あわせて、ごみ減量化につながる「リサイクル」、「リフューズ」、「リデュース」、「リ

ユース」の啓発に努め、市民等と連携して循環型社会の実現を目指します。 

②食品廃棄物の有効利用 

 ・市立保育園・小中学校・給食センターなどから排出される給食残渣とあわせて、一般家庭から

排出される食品残渣を肥料化し、ごみの減量を図るとともに、液肥の効果等を周知し、市民によ

る有効利用を推進します。 

③バイオマスの活用 

 ・木質バイオマス発電所(甲斐双葉発電所)において、これまで廃棄や放置されていた木材等を

バイオマス資源として燃料利用し、森林再生を図ることによる資源循環を目指します。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

第２次甲斐市環境基本計画 令和４年度～令和12年度 

第２次甲斐市一般廃棄物処理基本計画 平成 30年度～令和９年度 

甲斐市災害廃棄物処理基本計画 令和４年度改訂 

第２次甲斐市バイオマス産業都市構想 令和７年度～令和 16年度（予定） 

甲斐市バイオマス活用推進計画 令和４年度～令和12年度 
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政策（３）脱炭素社会の推進 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

市域から排出されるＣＯ₂排出量 

（基準年度：平成25年度 

424 千ｔ- ＣＯ₂） 

331 千ｔ- ＣＯ₂ 249 千ｔ- ＣＯ₂ 208 千ｔ- ＣＯ₂ 

市の公共施設及び事務事業から 

排出されるＣＯ₂排出量 

（基準年度：平成25年度 

5,308ｔ-ＣＯ₂） 

4,664ｔ-ＣＯ₂ 3,100ｔ-ＣＯ₂ 2,654ｔ-ＣＯ₂ 

※ＣＯ₂排出量は集計に時間を要するため、現状値、目標値は２年前の公表数値が記載されています。 

 

【現状と課題】 

①脱炭素先行地域の実現 

現
状 

○令和５（2023）年４月、本市が県内では初めて脱炭素先行地域に選定（市内７エリア）され

ました。脱炭素先行地域の取り組みである、エリア内における民生部門の電力消費に伴う 

ＣＯ₂排出量の実質ゼロを目指した取り組みを進めています。 

課
題 

●市内全域に「脱炭素ドミノ」を生み出すため、脱炭素先行地域の取り組みを確実に進めてい

く必要があります。 

②再生可能エネルギーの促進 

現
状 

○化石燃料由来の電力に伴うＣＯ₂排出量を削減するため、太陽光などの再生可能エネルギー

の活用が求められています。 

〇令和５（2023）年 11 月より、木質バイオマス発電所（甲斐双葉発電所）の商業運転が開始

されています。 

課
題 

●設備機器の導入には、民間事業者及び一般家庭の費用負担が生じるため、取り組み趣旨に

対する理解及び協力が必要です。 

●木質バイオマス発電所（甲斐双葉発電所）由来の電力について、市内の公共施設をはじめ

地域における供給手法について検討が必要です。 

  

★脱炭素先行地域を起点とした取り組みの拡大や、市民や事業者による二酸化炭素（ＣＯ₂）排出削

減に向けた主体的な行動の促進により、持続可能な脱炭素社会の構築を目指します。 

★避けられない気候変動の影響に対して、その被害を軽減し、よりよい生活ができるよう適応した社

会の構築を目指します。 
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③省エネルギー対策の推進  

現
状 

○ＣＯ₂排出量を抑制するため、ＣＯ₂排出量の少ない高効率な省エネ設備機器（ＬＥＤ照明や空

調、給湯器など）への積極的な転換が求められています。 

課
題 

●設備機器の導入には、民間事業者及び一般家庭の費用負担が生じるため、取り組み趣旨に

対する理解及び協力が必要です。 

④市民・事業者の活動促進 

現
状 

○市域から排出されるＣＯ₂について、本市では住宅が多いことから家庭生活から多くのＣＯ₂が

排出されているほか、事業者の事業活動によるＣＯ₂排出も一定割合を占めています。 

課
題 

●環境に配慮したライフスタイルなど、市民・事業者を対象とした取り組みの展開が必要です。 

⑤気候変動に適応した対策の推進 

現
状 

○地球温暖化が要因のひとつである気候変動により、世界的に豪雨災害等の頻発化・激甚化

が懸念されています。 

課
題 

●温室効果ガスの排出を抑制する「緩和策」と同時に、感染症対策や⾃然災害等への対策も

含めた「適応策」の推進が必要です。 

 

【施策の方向性】 

①脱炭素先行地域の実現 

 ・2050 年ゼロカーボンシティ（ＣＯ₂排出実質ゼロ）を目指し、脱炭素先行地域（７エリア）の実

現に向けた取り組みを実行します。 

②再生可能エネルギーの促進 

 ・民間事業者・一般住宅における再生可能エネルギー設備の導入を促進するため、効果的な補

助制度の実施について検討します。 

・公共施設について、再生可能エネルギーを最大限利用するため、国や県の助成等を活用し積

極的な設備導入を図ります。特に太陽光発電設備については、率先的な導入を行います。 

・木質バイオマス発電所（甲斐双葉発電所）をはじめとする市内の地域再生可能エネルギー電

源について、地産地消に向けた利活用を推進するとともに、脱炭素の都市間連携に取り組みま

す。 

③省エネルギー対策の推進  

 ・民間事業者や一般住宅における設備改修や家電の買い替えにおいて、高効率な省エネ設備機

器の導入を促進するため、効果的な補助制度の実施について検討します。 

・一般住宅における新築ＺＥＨ住宅の普及を促進するとともに、公共施設の新築や増改築の際は

徹底的な省エネ設備の導入を図り、積極的なＺＥＢ化に取り組みます。 
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④市民・事業者の活動促進 

 ・身近なところから環境に配慮した活動を実践する「デコ活」を推進し、ライフスタイルの転換に取

り組みます。 

・普及啓発・環境教育を推進するため、市民や事業者に対して脱炭素に関する情報や知識を提

供する啓発活動・イベントなどを通じて、持続可能な行動への意識を高めます。 

⑤気候変動に適応した対策の推進 

 ・温室効果ガスの排出を抑制する「緩和策」だけでなく、気候変動による悪影響を軽減する「適

応策」の視点も踏まえた地球温暖化対策を推進します。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

第２次甲斐市環境基本計画 令和４年度～令和12年度 

第３次甲斐市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 令和４年度～令和12年度 

甲斐市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 令和６年度～令和12年度 

第２次甲斐市バイオマス産業都市構想 令和７年度～令和 16年度（予定） 

甲斐市バイオマス活用推進計画 令和４年度～令和12年度 
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基本目標５ 交流と協働による未来を拓く活力のあふれるまち 

       【産業・行政】 
 

政策（１）持続的な農林業の振興 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

地産地消推進件数（補助件数） 140 件 150 件 160 件 

遊休農地解消面積（累積） ３ｈａ（１年間） 15ｈａ 30ｈａ 

都市農山村交流事業への参加者数 3,048 人 3,100 人 3,200 人 

 

【現状と課題】 

①農林業の担い手確保 

現
状 

〇就農に関する情報提供や支援を講じているものの、初期投資や専門知識習得等、就農のハ

ードルの高さ、自然災害や市場の変動などによる経済的な不安定性により、新規を含め農業

従事者数は減少傾向となっています。 

〇高齢化や後継者不足などにより、林業従事者の担い手不足の状況が続いています。 

課
題 

●新規就農者が安心して農業に参入できるための支援の強化が求められています。 

●林業の担い手の確保・育成を進めていくことが必要です。 

②農地利用の促進 

現
状 

〇農地銀行の活用により、農地の貸借希望者の仲介を行っているものの、高齢化による離農や

後継者不在による遊休農地が増加しています。 

〇地産地消事業としての、学校給食米生産者補助ややはたいも作付補助の補助金交付実績

は、ほぼ横ばいの状況が続いています。 

課
題 

●担い手の減少に伴い遊休農地が増加しているため、担い手の確保と遊休農地の増加を防ぐ

取り組みが必要です。 

●地産地消事業のさらなる推進のため、生産量の確保や新たな特産品の開発等について、検

討する必要があります。 

③農林業基盤整備の推進 

現
状 

○農道や農業用水路の改修及び森林資源の保全については、地元要望に基づき、計画的に実

施しています。 

課
題 

●森林資源の保全に向け、農林業の基盤整備を計画的に推進していく必要があります。 

★若者や新規参入者への支援や、専門知識・技術の向上を図るとともに、鳥獣被害対策の強化に努

めることで、より効率的で持続可能な農林業が振興されたまちを目指します。 

★クラインガルテンを中心とした都市と農村の交流による地域の活性化を目指します。 
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④都市農村交流の推進 

現
状 

〇甲斐敷島梅の里クラインガルテンでは、開園祭をはじめ、梅の里ふれあい祭、納涼祭、味噌づ

くり体験や炭焼き体験などを通し都市と農村との交流を図っています。 

〇新たな農業の担い手の育成と地域への定着を目的に、平成29年度より地域おこし協力隊を

設置しています。 

課
題 

●クラインガルテンのニーズは一定以上あるものの、中北部地域は過疎化や高齢化が進んでい

るため、今後も地域活性化に向けての取り組みの推進が必要です。 

●地域おこし協力隊の農業分野以外の活用について検討する必要があります。 

⑤鳥獣被害対策の推進 

現
状 

〇有害鳥獣の捕獲は、被害発生後の捕獲であるため、被害を未然に防ぐことが難しい状況で

す。 

〇猟友会による捕獲の実施は、捕獲の担い手への負担や高齢化などにより、全ての要望に対応

することが難しくなっています。 

課
題 

●猟友会や個々の捕獲に頼る取り組みだけでなく、被害防除の強化と、地域ぐるみによる取り組

みの推進が必要です。 

 

【施策の方向性】 

①農林業の担い手確保 

 ・農業者の経営安定や農業用機械導入・施設整備、スマート農業導入には、国や県の補助事業

の活用を推進するとともに、県や農業協同組合と連携した積極的な情報提供に努めます。 

・農地の集積・集約化による経営地拡大の支援を行い、担い手の育成や新規就農者の確保に努

めるとともに、民間事業者の参入を推進し、農業者の雇用創出を図ります。 

・新規林業就業者の安全で効率的な作業習得に向けた研修や、若手の育成を担う現場技能者

のキャリアアップ研修等に必要な経費及び育成に向けた活動を支援していきます。 

・森林所有者への管理意向調査等を進め、効率的な森林の施業と適切な森林の保護に努める

とともに、バイオマス等への活用に取り組んでいきます。 

②農地利用の促進 

 ・貸し手及び借り手への支援による農地集積の円滑化を促進するとともに、バイオマス発電の廃

熱利用を含めた遊休農地の有効活用と優良農地の保全を図ります。 

・農地を有効活用した新たな特産品の開発に努めるとともに、販路拡大を図り、地産地消を推進

します。 

・大規模農業経営を行う民間事業者の参入について推進し、農地の有効活用を図ります。 

③農林業基盤整備の推進 

 ・農家が効果的で安定的な農業経営に取り組めるよう、費用対効果や優先順位を精査しなが

ら、農道や農業用水路の改修を継続的に実施していきます。 

・森林資源の保全について継続実施し、森林環境譲与税を活用した森林再生を図るとともに、間

伐材等を活用した事業展開を図るなど、林業の振興に努めます。 
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④都市農村交流の推進 

 ・茅ヶ岳東部広域農道や新山梨環状道路北部区間の整備により、様々な事業展開の可能性が

広がることから、クラインガルテンを拠点とした都市と農村交流の事業等の取り組み強化及び

周辺の遊休農地等を活用した事業推進に努め、地域の活性化を図ります。 

・クラインガルテン施設の適切な維持管理に努めるとともに、耐用年数等による更新時期以降の

活用方法等を含めた事業の方向性について検討します。 

・「地域おこし協力隊」の効果を検証し、今後、農業政策以外の幅広い分野への活用を推進して

いきます。 

⑤鳥獣被害対策の推進 

 ・野生鳥獣等による農地や森林の被害を未然に防止するため、ＩＣＴやデータを活用した「鳥獣ス

マート捕獲」を検討するとともに、関係機関と連携を図り、効果的な被害防止対策の強化に努め

ます。 

・市内猟友会会員の育成や捕獲の担い手を確保・育成するため、新規狩猟免許取得に関する補

助を行います。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

甲斐農業振興地域整備計画 令和６年度～ 

甲斐市森林整備計画 令和４年度～令和14年度 

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 令和５年度～ 

甲斐市鳥獣被害防止計画 令和５年度～令和７年度 
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政策（２）地域に根付いた産業の振興 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

観光入込客数 1,097,000人 1,250,000 人 1,255,000人 

創業相談者数 63 人 140 人 200 人 

市登録インターンシップ受け入れ事業所数 ６事業所 12 事業所 20 事業所 

 

【現状と課題】 

①観光産業の振興 

現
状 

〇令和２（2021）年 6月昇仙峡が日本遺産に認定されています。 

〇ＳＮＳやＹｏｕＴｕｂｅ等で情報発信し、市外からの誘客を図るほか、企業と包括連携協定を締結

し、誘客促進の面で協力しています。令和５（2023）年から、連携中枢都市圏構想に基づき、

圏域プロモーション事業や、広域観光ツーリズム事業を実施しています。 

〇観光入込客数は新型コロナウイルス感染症の影響により減少傾向にありましたが、緩やかに

回復しています。 

課
題 

●観光資源とデジタル技術を組み合わせ、魅力や地域内の周遊性を高めるとともに、効果的な

情報発信が必要です。 

●市の玄関口であるＪＲ竜王駅や中央自動車道双葉ＳＡから観光資源までの二次交通の充実

が求められています。 

●脱炭素を切り口とした人と資源の循環が求められています。 

②創業・起業支援の充実 

現
状 

○創業・起業の支援に向けて、「甲斐市創業支援等事業計画」に基づき、相談窓口の設置、特

定創業の認定、利子補給を実施しています。 

課
題 

●創業・起業に対する初期費用の支援が求められています。 

③中小企業・小規模企業への支援 

現
状 

○既存産業に向けた支援として、持続化補助金の交付、利子補給、先端設備導入計画の認定

を行っています。 

〇経営者の高齢化や後継者不足が問題となっています。 

課
題 

●物価高騰等による資金面の支援に関する要望への対応が必要です。 

●経営者の高齢化や後継者不足を理由とする廃業を避けるための支援が必要です。 

★観光資源を活用した交流人口の拡大により、地域経済の活性化を目指します。 

★市内企業の存続支援や企業誘致、地域企業への就業促進等の総合的な支援策を推進すること

で、地域産業全体が発展、充実、安定したまちを目指します。 

★地域ブランドの確立により、甲斐市の知名度及び付加価値のさらなる向上を目指します。 
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④産学官連携の推進 

現
状 

○市内企業や教育機関との包括連携協定により、各種イベントや事業を推進しています。 

課
題 

●新たな技術やアイデア等の創出に向けた連携の強化が求められています。 

⑤企業誘致の推進 

現
状 

○地勢や法令の制限等により、工業団地に適した土地がないことから、市による工業団地整備

が円滑に行えず、企業誘致が進められない状況です。 

〇特に若い世代から、企業誘致に関する要望や、将来的な働く場所の減少に関する不安の声が

多くあがっています（市民アンケート、ワークショップ）。 

課
題 

●若い世代の転入・定住促進に向けて、働く場所の確保のため、積極的な企業誘致が求められ

ています。 

⑥地域ブランド戦略の確立 

現
状 

○市のマスコットキャラクター「やはたいぬ」による本市のＰＲを県内外で行っています。 

課
題 

●「甲斐市」という市名を含め、地域ブランドの認知度が低いため、効果的なＰＲが必要です。 

⑦地域企業への就業促進 

現
状 

○やまなし県央連携中枢都市圏の取り組みとして、合同企業説明会や若年層を対象とした地

域企業の見学ツアーを開催しています。 

課
題 

●定住人口の増加及び地元定着の促進に向けて、若年層の地域企業への就職の機会拡大が

必要です。 

 

【施策の方向性】 

① 観光産業の振興 

 ・デジタル技術を活用した観光資源の磨き上げを進め、満足度とリピート率の向上を図ります。 

・富士五湖エリアや首都圏への国内外からの観光客を取り込むために、広域連携中枢都市圏で

ある県央ネットやまなし観光エリアで一体的な事業に取り組むことにより、市内を訪れる旅行者

の消費を拡大し、観光事業者の収益・生産性向上を図ります。 

・茅ヶ岳東部広域道路や新山梨環状道路の開通を視野に入れ、市北部地域の豊かな自然環境

を生かした観光誘客を図ります。 

・市の玄関口ＪＲ竜王駅のほか、中央自動車道双葉ＳＡを起点に人と資源の循環を目指す「ゼロ・

カーボンロード」のほか、御嶽昇仙峡を含めた地域内を周遊するルートの造成や、観光資源まで

の二次交通の整備を図ります。 

②創業・起業支援の充実 

 ・「甲斐市創業支援等事業計画」に基づき、関係機関と連携し、創業・起業を支援します。 

・県が実施する起業支援事業と連携し、起業者の創出を図ります。  

・創業者・起業者・スタートアップ企業への支援体制を確立します。 
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③中小企業・小規模企業への支援 

 ・経営安定や持続的発展のため、商工会と連携し、小規模企業者に対し、資金面の支援を行いま

す。 

・中小企業の販路開拓につなげられるよう、商工会と連携し地域企業の情報発信を行います。 

・次世代に経営を引き継ぐ事業承継やデジタル技術を活用した人手不足解消の取り組みを支援

します。 

④産学官連携の推進 

 ・市内企業、教育機関、行政機関、地域金融機関などとの連携を推進し、新しい事業の創出や地

域産業の活性化を図ります。 

⑤企業誘致の推進 

 ・新山梨環状道路・リニア中央新幹線等の新規インフラや、既存インフラ等の利便性と本

市の地勢や特色を生かした企業誘致の取り組みを進め、働く場所の確保を図ります。 

・新山梨環状道路に新設予定のＩＣ周辺地域について、産業用地としての利活用に向けた

調査等、企業誘致に向けた取り組みを進めます。 

・工業団地の整備や、企業立地に係る支援策の検討、公民連携による民間ノウハウを活用

した企業誘致について検討するとともに、市内進出を希望する企業へのサポートの強化

に努めます。 

⑥地域ブランド戦略の確立 

 ・既存の特産品や観光スポットなどが地域ブランドとして確立されるよう、市マスコットキャラクタ

ー「やはたいぬ」を活用し、市内外に向けたデジタルデータによる情報発信により、認知度の向

上を図ります。 

・新たな地域ブランドの発掘に努めます。 

➆地域企業への就業促進 

 ・地域創生インターンシップ等を通じた地域での生活、就業体験を促進します。 

・定住人口の増加及び地元定着の促進に向けて、地域企業への U・I・J ターン就職を促すため、

奨学金を返還する若者の就労初期における経済的負担の軽減を図ります。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

甲斐市創業支援等事業計画 令和７年度～令和11年度 
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政策（３）交流と定住促進による新たな活力づくり 

 

【目指す姿】 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

空き家バンク利用の移住者数累計 40 人 55 人 70 人 

移住支援金制度を利用した定住者数累計 63 人 350 人 625 人 

 

【現状と課題】 

①魅力情報の発信による移住定住の促進 

現
状 

〇移住定住の促進に向けて、都内の移住相談会への参加や、オンライン相談会を実施している

ほか、移住促進冊子の配布や空き家バンクの紹介、移住定住ポータルウェブサイトにより移住

者の声や制度情報等を発信しています。 

課
題 

●本市ならではの魅力を発信し、本市に住みたいと思ってもらう取り組みが必要です。 

●本市への郷土愛を育て、住み続けたい、帰ってきたいと思う地域づくりや支援が必要です。 

②関係人口の創出・拡大 

現
状 

〇中央自動車道双葉ＳＡ（上り）の特設ブースや県外イベントにおける特産品やグッズの展示販

売を通じて、本市をＰＲしています。 

〇市内に点在する歴史文化資産や観光資源をめぐるフットパスコースを活用したツアー「甲斐

市ちいさな旅」を実施しています。 

〇令和５（2023）年４月、本市が県内では初めて脱炭素先行地域に選定（市内７エリア）され

ました。 

課
題 

●特産品の展示販売だけでなく、関係人口創出につなげるため、さらなる魅力発信の取り組み

が必要です。 

●再生可能エネルギーの供給先となる首都圏の都市と経済面・社会面での交流が求められて

います。 

③全市的イベントの開催 

現
状 

〇交流促進に向けた全市的イベントとして、令和５（2023）年３月から甲斐市サクラまつりを開

催しています。 

課
題 

●より効果的に地域住民の交流機会を創出する必要があります。 

●新たな活力の創出のためには、住民等の自発的な企画・運営によるイベントの開催を促進す

る必要があります。 

  

★甲斐市に「住みたい」「住み続けたい」思う人や、甲斐市と様々な交流を持つ人が増加することで、

賑わいや新たな活力がうまれるまちを目指します。 
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【施策の方向性】 

① 魅力情報の発信による移住定住の促進 

 ・移住定住ポータルウェブサイトや移住定住推進冊子、動画配信を活用し、テレワークを含めた移

住定住希望者や二地域居住検討者に対し、積極的な情報発信を行います。 

・都内での移住相談会やオンライン移住相談会により、市の魅力や生活環境、空き家バンクの紹

介等幅広い情報発信を行います。 

・移住定住者の増加に向け、移住支援制度のさらなる充実を図ります。 

・行政及び地域の情報を積極的に提供することにより、移住定住者が安心した暮らしがスタート

できるよう支援します。 

② 関係人口の創出・拡大 

 ・クラインガルテン事業や地域おこし協力隊の活動のほか、棚田保存会、ゆうのう敷島への支援

などにより、農業を通じた地域の活性化を図ります。 

・体験型返礼品やクラウドファンディングなどを通じて、本市を訪れる寄附者の拡大を図るととも

に、本市と寄附者とのつながりの活性化を目指します。 

・県外におけるイベント等へ積極的に参加し、本市の情報や魅力を発信し、知名度の向上を図り

ます。 

・日本遺産に認定された御嶽昇仙峡の御嶽古道を利活用したイベント開催支援や、脱炭素・エ

ネルギー分野での連携を契機に首都圏への観光ＰＲを展開し、交流人口や関係人口の創出を

図ります。 

③ 全市的イベントの開催 

 ・甲斐市サクラまつりをはじめとする地域の既存イベントを大切にしながら、市民参加の推進に努

めます。 

・幅広い世代が楽しめるような内容を検討し、地域に対する愛着心の醸成を目指します。 

  



94 

政策（４）住民参画・協働のまちづくりの推進 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

広報甲斐のウェブサイト及び 

スマートフォンアプリからの閲覧率 
26.77％ 30.00％ 35.00％ 

自治会加入率 78.24% 78.25％ 78.25％ 

審議会等委員への女性の登用率 26.59% 35.00％ 40.00％ 

 

【現状と課題】 

①広聴・広報の充実 

現
状 

〇市公式ＬＩＮＥは、ＬＩＮＥアンケートの実施などにより登録者が大幅に増加しており、多くの市民

に情報を伝達する手段のひとつとなっています。 

〇市広報誌は、情報をより多くの市民に届けるため、紙媒体での全戸配布に加え、市ウェブサイ

トやアプリケーションなどの電子媒体からも閲覧可能としています。 

課
題 

●広報誌のデジタル化を推進するとともに、市民ニーズに即したＳＮＳの運用が必要です。 

●市ウェブサイトについては、より多くの人の目に留まるよう、時代に即した内容へのリニューア

ルが必要です。 

②情報公開の充実 

現
状 

〇市ウェブサイトや広報により、情報公開制度に則った情報を開示していますが、制度の内容や

意義が市民に十分に伝わっていません。 

課
題 

●制度の正しい理解のための周知や手続きの簡便化が必要です。 

③市民参加及び協働の推進 

現
状 

〇「甲斐市まちづくり基本条例」に基づき、審議会等委員への市民公募制の推進に取り組むと

ともに、甲斐市社会福祉協議会と連携し、ボランティア団体等の把握に努めています。 

課
題 

●審議会等委員への市民の応募者が少なく、取り組みの検証が必要です。 

●地域の様々な課題解決に関わる人材の確保に向け、ボランティア団体やＮＰＯ法人との協働

の推進が必要です。 

 

  

★市民と行政による情報の双方向性の確保により、市政に関する市民意識の向上を目指します。 

★自治会や NPO、ボランティア団体等が活発に活動し、市民や地域コミュニティの協働により、支え

合うまちづくりを目指します。 

★性別や国籍等によらず、互いを尊重し合い、誰もが個性と能力を発揮できる社会の構築を目指し

ます。 
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④地域コミュニティ活動の促進 

現
状 

〇甲斐市自治会連合会との協働により、自治会加入促進ハンドブックを作成し、加入促進を図

っています。 

〇世帯数の減少や高齢化等による役員不足等、運営に課題を抱える自治会への相談体制の整

備を図っています。 

課
題 

●継続的な自治会活動を維持するために、加入率の減少を食い止める必要があります。 

●人口減少や高齢化などに伴う自治会活動の縮小を抑制するため、ボランティア団体やＮＰＯ

法人等も含めた協働による地域づくりの検討が必要です。 

●自治会運営の維持に課題を抱える自治会へのさらなる支援が求められています。 

⑤男女共同参画及び地域共生社会の推進 

現
状 

〇標語募集や講演会の実施、啓発リーフレットの配布等による市民意識の向上を図っています。 

○男性の育児休暇取得やＬＧＢTQ 等の理解増進、困難な問題を抱える女性への支援等の各

種法整備に計画の策定が追いついていない状況です。 

〇審議会等への女性の登用率は増加しているものの、現在も女性委員のいない審議会等が存

在しています。 

課
題 

●男女共同参画のさらなる普及・啓発に向け、各種法整備に基づいた計画を策定し、取り組み

を推進する必要があります。 

●審議会等への女性の登用率のさらなる向上を図る必要があります。 

⑥国際交流の推進と多文化共生社会の実現 

現
状 

〇洪水ハザードマップや観光パンフレット等について、多言語による情報発信を進めています。 

〇国際交流協会が実施する日本語教室等の支援を通して、外国人が地域社会の一員として生

活するためのコミュニケーション能力を高める機会を提供しています。 

課
題 

●より多くの分野において情報の多言語化を推進するなど、支援を必要とする外国人への積極

的なアプローチが必要です。 

●国際交流協会会員の高齢化、なり手不足に伴う組織体制の縮小・弱体化が進んでおり、担

い手の確保が必要です。 

 

【施策の方向性】 

①広聴・広報の充実 

 ・市民からのまちづくりや課題解決に向けての意見や提言等を幅広く集め、その声を市政へ反映

させる双方向の取り組みを推進します。 

・広報については、制度周知や啓発などのお知らせ以外にも、市政運営の方針やまちづくりに関

する情報などを市民に対してわかりやすく発信することで、市政への理解を深め関心を高めても

らうとともに、市政への参加を促していきます。 

・ウェブサイト、ＳＮＳ、広報誌等を効果的に活用し、様々な年代や趣向にあわせた工夫をすること

で、地域に密着したわかりやすい情報を発信し、郷土への誇りや愛着を深めてもらうきっかけづ

くりを行います。 

・広報誌については、デジタル化を推進し、紙媒体からの移行を目指します。 
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②情報公開の充実 

 ・正しい知識の周知や手続きの簡便化等により、情報公開制度の理解と利用の促進を図ること

で、市民との情報の共有に努めます。 

③市民参加及び協働の推進 

 ・「甲斐市まちづくり基本条例」に基づく市民参加の推進のため、市民アンケート調査やパブリッ

クコメントの周知にＳＮＳを活用するなど、幅広い世代の意見を市政に反映させる体制を構築し

ます。 

・ボランティア団体やＮＰＯ法人などと協働した地域づくりのための推進策を策定し、まちづくりの

担い手となる人材の育成や、市民の活動支援や運営の場の提供などに努めます。 

④地域コミュニティ活動の促進 

 ・自治会への加入促進を図ります。 

・自治会活動に、ボランティア団体やＮＰＯ法人などによる支援を検討します。 

・小規模自治会や役員不足等により運営の維持が困難な状況にある自治会に対し、自治会再

編やＤＸの活用など、課題解決に向けた支援を行います。 

・小学校区での地域での支え合いの体制づくりについて、人口減少や高齢化の進行を踏まえた

デジタル化の導入等、時代に即した地域コミュニティのあり方を検討します。 

⑤男女共同参画及び地域共生社会の推進 

 ・「甲斐市男女共同参画推進条例」に基づき、性別によらず誰もが個性と能力を十分に発揮でき

る男女共同参画社会形成に向けた市民の意識づくりや、男女がともに仕事と家庭、地域に参画

できる環境づくりを推進します。 

・「第５次甲斐ヒューマンプラン」を策定し、女性活躍推進や困難な問題を抱える女性への支援、

多文化共生、ＬＧＢＴＱ等の性の多様性への理解増進に努め、互いに相手を思いやる中で誰も

が自分らしく暮らせる社会づくりに取り組みます。 

⑥国際交流の推進と多文化共生社会の実現 

 ・保健・医療・福祉、教育、環境（ごみ等）、防災などの分野における生活面の支援策についての

検討や、国際交流協会への側面的な支援により、互いの習慣、文化の違いを理解し、互いに個

性を尊重しあい、誰もが住み良い社会の形成を目指します。 

・インバウンド需要の高まりを受けた新たな取り組みについて検討するとともに、新たな感染症の

流行時においても交流を絶やさないための体制整備を検討します。 

 

【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

やまなし県央連携中枢都市圏ビジョン 令和５年度～令和９年度 

第４次甲斐ヒューマンプラン 令和３年度～令和７年度 
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政策（５）地域情報化の推進 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

電子申請の手続き（利用）件数 １４０件 １７０件 １９５件 

公開型ＧＩＳの閲覧件数 11,446件 20,000件 27,000件 

 

【現状と課題】 

①市民の利便性の確保 

現
状 

〇行政のデジタル化の推進について、これまでの取り組みに一定の評価が得られている一方、

市が行っているオンラインサービスを利用したことがない方が約半数を占めています（市民ア

ンケートより）。 

課
題 

●市民ニーズに即した行政手続きや申請などへのデジタル技術の活用をさらに推進するととも

に、オンラインサービスが、簡単かつ安心であることの普及・啓発を図る必要があります。 

②デジタル技術を活用したつながりの確保 

現
状 

〇行政サービスに限らず、地域社会全般におけるデジタル化が進展し利便性が向上する一方

で、急激な生活環境の変化や情報格差につながる恐れもあります。 

課
題 

●市民ニーズを把握し、各種手続きや情報提供を正確かつ迅速に行うデジタル化及び情報格

差の解消に取り組む必要があります。 

③行政運営の効率化 

現
状 

〇基幹系システムについては、令和７（2025）年度に国の標準仕様に準拠したシステムへの移

行準備を進めています。 

〇保育所入所選考事務に係るＡＩシステム導入等、計１２業務に対するＲＰＡシステムを導入して

いますが、費用対効果の面で実現に至らないケースも多い状況です。 

課
題 

●現行システムから国の標準準拠システムへ、円滑かつ安心安全に移行する必要があります。 

●ＡＩ・ＲＰＡ導入には、既存業務フローの見直しや改善など入念な検討を要することから、業務

担当者のデジタルリテラシーを高める人材育成等の対策を行う必要があります。 

  

★デジタルの活用による市民の利便性と行政運営の効率化を推進し、行政サービスの質の向上を

目指します。 

★世代や地域を問わず、誰もが「甲斐市に住んで良かった」と実感できる“やさしい”デジタル化に

取り組み、市民の幸福度を向上させ、持続可能で活力あるまちづくりを目指します。 
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④デジタル化の推進に向けた基盤整備 

現
状 

〇個人情報を取り扱うシステムについて、ウイルスや外部からの不正アクセスに対する脆弱性対

策を実施しています。 

〇令和５（2023）年よりマイナンバーカードによる電子申請や庁舎窓口での印鑑登録証明書の

取得を開始しています。 

課
題 

●急速に進展するデジタル化に対応したセキュリティ対策の強化が求められています。 

●マイナンバーカードの利便性を享受できる環境整備とともに、各種オンラインサービスの拡充

によるサービス向上と業務改善を図る必要があります。 

 

【施策の方向性】 

①市民の利便性の確保 

 ・行政手続きのオンライン化や窓口サービスのデジタル化を推進するとともに、従来の来庁・対面

方式を希望される方には、待ち時間の短縮等、サービス提供手法の振り分けを最適化すること

で、フロントヤード（市民と市の接点）多様化の実現を目指します。 

・行政サービスを統合したアプリケーション等により、各々に必要な情報・案内を迅速かつ正確に

提供します。 

・生活環境や地域社会、また、防災や子育て・健康、教育、文化等様々な分野における総合的な

デジタル化を展開し、利便性の向上を図ります。 

②デジタル技術を活用したつながりの確保 

 ・地域、年代、生活環境等に左右されず、デジタル技術の恩恵が享受できるインフラ整備や行政

サービスを提供します。 

・市民と行政間だけでなく、自治会内や住民同士、また、観光者等が、デジタルデバイスを通じて

交流できる多様性の高いコミュニティの形成を目指します。 

③行政運営の効率化 

 ・手続きなどのオンライン化や窓口予約、キャッシュレス決済などのサービスの充実、また、事務処

理や業務手法の最適化などにより、迅速かつ便利で質の高いサービスを提供できる環境の構

築、また、ペーパーレス化の推進に向けて、理想的な庁内環境の整備を推進します。 

・定例的・単純業務の自動化につながるＡＩ及びＲＰＡ技術の活用による業務の効率化を推進す

るとともに、新たなＩＴ・デジタル技術を活用したバックヤード（管理・事務業務及び働き方改革）

の改善に向けた調査研究を行います。 

④デジタル化の推進に向けた基盤整備 

 ・情報ネットワークインフラ設備等については、誰もが日常的にデジタル化の恩恵を享受できる社

会を実現するため、民間事業者等と連携し適正な維持管理に取り組みます。 

・市が保有する個人情報の適正な管理を行うとともに、強固で万全なセキュリティ対策を実現し

ます。 

・マイナンバーカードについては、行政手続きや申請などのさらなるオンライン化の推進及び生活

の様々な局面で利用される「市民カード化」に向け、利活用の拡大を図り、市民の利便性の向

上と行政運営の効率化に努めます。 
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【関連個別計画】 

計画名 計画期間 

甲斐市DX アクションプラン 令和７年～令和11年 
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政策（６）時代に対応した行政運営の推進 

 

【目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成目標指標 
現状値 

（令和５年） 
令和 11 年度 

目標値 
令和 16 年度 

目標値 

甲斐市公民連携デスクを通じた 

事業実施件数（累計値） 
0 件 15 件 30 件 

 

【現状と課題】 

①窓口サービスの充実 

現
状 

〇窓口サービスの充実として、「迷わない窓口」、「行かない窓口（オンライン転出届）」、「書か

ない窓口」を実施しています。 

課
題 

●多様化・高度化する市民ニーズを的確に捉え、時代に即した業務改善による窓口サービスの

向上と市民にわかりやすい窓口案内が必要です。 

②相談体制の充実と消費者保護の推進 

現
状 

〇相談対応においては、相談内容や市民ニーズの多様化がみられるほか、対面や電話以外で

の相談ニーズが高まっています。 

〇スマートフォン等の急速な普及に伴う取り引きの多様化により消費者を取り巻く環境が大きく

変化しています。 

課
題 

●相談内容や市民ニーズに対応した相談体制の整備のほか、デジタル化に対応した相談業務

におけるＤＸ化の推進が必要です。 

●消費生活上配慮を必要とする高齢者や、成年年齢引き下げに伴う若年者に対し、取り引きの

多様化に伴い複雑化・巧妙化する消費者トラブルを未然に防ぐための正しい知識や情報の

普及啓発が必要です。 

③ＳＤＧｓ の普及促進 

現
状 

〇ＳＤＧｓの推進にあたり、甲斐市ＳＤＧｓ推進方策を策定し、職員に対する周知を行っています。 

課
題 

●市民に向けた普及促進に向けて、県とも連携した取り組みの強化が必要です。 

★来庁した市民が、迷わず、待たず、安心して窓口サービスを受けることができる仕組みと、市民の

様々なニーズに対応したきめ細かな相談体制が整えられた市役所を目指します。 

★市民が消費者トラブルに巻き込まれることなく、安心・安全な消費生活を送ることができるまちを目

指します。 

★事業所や近隣自治体との連携により地域課題の解決を図ることで、市民サービスのさらなる向上

を目指します。 

★限りある地域資源（ヒト・モノ・カネ）を有効に活用することで、社会の変化に対応した持続可能な

行政運営の推進を目指します。 
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④庁舎機能の強靭化 

現
状 

〇施設の経年劣化により、エネルギー使用量や物価高騰による維持管理費が増加しています。 

〇災害発生時には災害対策本部を設置するとともに、復旧・復興の拠点として防災機能の強化

を進めています。 

〇増大する行政課題へ対応するため、事務フロアが狭小化し、一部、来庁者が利用しづらい配

置となっています。 

課
題 

●改修に係る費用の抑制、設備の省エネルギー化や太陽光発電設備の導入など再生可能エ

ネルギーの利用促進が必要です。 

●大規模改修等により建物の耐震性の強化が図れている一方、集中豪雨等の頻発化、激甚化

による水害への対策が急務となっています。 

●新たな行政課題や多様化する市民ニーズに対応するため、公共施設などの既存ストックの利

活用と、幅広い年齢層に利用しやすい快適な庁舎環境の提供が必要です。 

⑤公民連携の推進 

現
状 

〇社会構造が変化する中、全ての課題に対応することが困難な状況です。 

課
題 

●専門知識や技術革新などを踏まえた新たな取り組みが不可欠です。 

●民間事業者との連携、協働を進めるにあたっては、価値観を共有するため、相互理解を深め

る必要があります。 

⑥近隣自治体との連携 

現
状 

〇人口減少、少子高齢化社会においても一定の圏域人口を有し、活力のある社会経済を維持

するための拠点を形成する連携中枢都市圏の取り組みが進められています。 

課
題 

●圏域全体の経済成長、高次の都市機能の集積・強化、生活関連機能サービスの向上に取り

組む必要があります。 

⑦行政改革の推進 

現
状 

〇少子高齢化や人口減少の進展等により、社会構造や本市を取り巻く環境が急速に変化して

います。 

課
題 

●組織の在り方や人材資源の最適配分及び強化に係る行政改革を行う必要があります。 

⑧持続可能な行財政運営 

現
状 

〇財政健全化判断比率については「実質赤字比率」をはじめ、全ての数値において健全化が保

たれており、財政の健全性が確保されています。 

課
題 

●少子高齢化や人口減少による市税の減収や、扶助費をはじめとする社会保障関係費の増加など

による厳しい財政運営が予想されることから、より効率的で効果的な行財政運営を進める必要が

あります。 
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⑨議会運営の支援 

現
状 

〇本会議のインターネット中継により、本会議の内容が広く公開されています。 

課
題 

●市民に身近で開かれた議会の充実を図るため、議会広報等の充実に向けた取り組みが必要

です。 

 

【施策の方向性】 

①窓口サービスの充実 

 ・市役所窓口を訪れる市民が、的確・迅速・円滑に窓口サービスを受けられるよう「迷わない窓

口」、「待たない窓口」、「書かない窓口」の導入を推進します。 

・多様化・高度化する様々な市民ニーズを捉え、時代に即した窓口サービスの充実を図ります。 

・より効率的な窓口サービスを推進するため、窓口業務等の業務改善（ＢＰＲ）を実施します。 

・来庁者がみやすい、調べやすい庁舎機能案内機能を備えたデジタルサイネージ（電子案内板）

の導入を検討します。 

・市民目線や民間窓口視点でのさらなる窓口サービスの充実に向け、民間活力の導入等を研究

します。 

②相談体制の充実と消費者保護の推進 

 ・市主催による無料法律相談・市民相談・行政相談などを開催するとともに、市消費生活センタ

ーの設置を継続し、市民ニーズに対応できる相談体制の充実を図ります。 

・複雑化・巧妙化し、急増する消費者トラブルを未然に防止できるよう、消費者講座の開催などに

より消費生活に関する正しい知識や情報の普及啓発を推進し、消費者保護に努めます。 

・進展するデジタル化に対応するため、消費生活相談のＤＸ化を推進します。 

③ＳＤＧｓ の普及促進 

 ・ＳＤＧｓに関する市民、市内企業の理解促進を図ります。 

・各個別計画にＳＤＧｓアイコンを表示させるなど、本市における取り組み状況を可視化し、ＳＤＧｓ

の普及促進を進めます。 

④庁舎機能の強靭化 

 ・計画的な更新及び改修の実施により費用の抑制、平準化を図ります。 

・省エネルギー機器及び再生可能エネルギー設備の導入を進め、環境負荷の低減と維持管理に

係る費用の縮減を図ります。 

・水害対策として、非常用電源をはじめとする電気設備の地上化等、防災機能の強靭化を図りま

す。 

・本庁機能が集約されている竜王庁舎は、関連性の高い部署の統合や稼働率の低い施設の利

活用による効率的な事務フロアの確保を図ります。また、年齢や性別、障がいの有無などに関わ

らず、誰もが快適に利用できるユニバーサルデザインに配慮した庁舎を目指します。 

⑤公民連携の推進 

 ・社会、地域課題の解決につなげるため、事業者独自のアイデアやノウハウを生かした提案を甲

斐市公民連携推進窓口「OPEN CITY ＫＡＩ」で一元的に受け付け、対話を通じて優れた公共

サービスの提供を目指します。 
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⑥近隣自治体との連携 

 ・地域の活力を維持し、持続可能な地域社会を構築していくために、住民生活や産業経済活動

において、関係性の深い近隣の自治体がそれぞれ持つ強みを生かし、弱みを補完しながら連携

して共通課題の解決に取り組むことで、住民福祉の増進や住民サービスの向上につなげます。 

⑦行政改革の推進 

 ・真に必要な取り組みや配分すべき資源を見極め、「最適化」を図るマネジメントを行います。 

・政策を着実に実行するため、組織・人材を強化する施策を組み合わせ、活力にあふれた行政経

営を進めます。 

⑧持続可能な行財政運営 

 ・歳入の確保と歳出の削減を図り、引き続き財政の健全化に努め、将来にわたり強固で持続可

能な行財政運営を推進します。 

⑨議会運営の支援 

 ・議会広報及び議会インターネット中継の充実による市民への情報提供など議会運営を支援し

ます。 

    

 


